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DAS Departamento de Água e Saneamento 給水・衛生事業部 
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Habitação 
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PEC Participação e Educação Comunitária 住民参加型村落給水・衛生開発 

PHAST Participatory Hygiene and Sanitation 

Transformation 

参加型環境衛生行動変容手法 

PO Plan of Operation プラン・オブ・オペレーション 

PRONASAR Programa Nacional de Água e Saneamento 村落給水・衛生国家プログラム 

PSC Provincial level Steering Committee 州レベルのステアリング･コミッティ 

（州運営委員会） 

SINAS National Water Sector Information Management 

System 

国家情報管理システム 

SDPI Serviço Distrital de Planeamento e Infraestructura 計画・基盤整備課 
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評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：モザンビーク共和国 案件名： 

ニアッサ州持続的村落給水・衛生改善プロジェクト 

分野：水資源開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：地球環境部 協力金額（評価時点）：約 2.9 億円 

協力期間 2013 年 3 月～2017 年 2 月（4 年間） 

先方関係機関：公共事業住宅省/国家水利局、ニアッサ州

公共住宅局、対象郡（マヴァゴ郡、マンディンバ郡、マジ

ュネ郡、ムエンベ郡）計画・基盤整備課 

日本側協力機関：日本テクノ株式会社 

他の関連協力： 

１-１ 協力の背景と概要 

現在、モザンビーク国の村落部における安全な水へのアクセス率は 29%、衛生施設へのアクセス率は

5%と周辺諸国と比較して低い水準にある。このため、村落給水及び衛生状況の改善を促進すべく、モ

ザンビーク国政府とドナーによるセクターワイドアプローチの枠組みの中で、「村落給水・衛生国家プ

ログラム(Provincial level Steering Committee：PRONASAR)、2010～2015」が定められた。本プロジェク

トの対象となるニアッサ州の都市部を含む安全な水へのアクセス率は 69.8%と全国平均の 50.9%を上回

っているものの、これは給水施設 1つ当たりの給水人口を 500人とする算出方法によるところが大きく、

ニアッサ州のような人口が少なく、1 つのコミュニティ人口が少ない地域においては、実態として安全

な水を使用できない人は数字よりも相当大きいと考えられる。さらには、ニアッサ州はこれまで他援助

機関の大規模な支援の対象になっていないため、新規給水施設の建設が進んでおらず、給水率はモザン

ビーク国全 10 州の中で唯一低下する傾向にあるなど、依然として村落給水・衛生事業に対する高い需

要が存在することから、モザンビーク国政府は我が国に技術協力プロジェクトの実施を要請した。 

以上の背景に基づき、JICA は 2012 年 7 月から 8 月にかけて詳細計画策定調査を実施し、ニアッサ州

マジュネ郡、ムエンベ郡、マヴァゴ郡、マンディンバ郡の 4 群を対象に、技術協力プロジェクト「ニア

ッサ州持続的村落給水・衛生改善プロジェクト」を実施することとした。本プロジェクトでは、公共事

業住宅省/国家水利局（MOPH/DNA）、ニアッサ州公共住宅局（Direcão Provincial das Obras Públicas e 

Habitação：DPOPH）、対象郡の計画・基盤整備課（Serviço Distrital de Planeamento e Infraestructura：SDPI）

の PRONASAR の基本原則に基づいた事業の実施体制・実施能力強化のための支援を目的とし、対象郡

における給水・衛生改善を図るとともに、モザンビーク国関係機関の計画、実施管理、モニタリングに

かかわる能力強化を目指すものである。 

 

１-２ 協力内容 

(１) 上位目標 

ニアッサ州における給水・衛生状況が改善される。 

 

(２) プロジェクト目標 

対象郡における給水・衛生状況が改善される。 
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(３) 成果 

成果 1：村落給水・衛生改善の関連機関から成る州の給水・衛生作業グループ（Grupo de Água e 

Saneamento：GAS）（以下「州の GAS」）が、ニアッサ州において運営され、対象郡政府の定例

会で、給水・衛生分野の議題が取り扱われる。 

成果 2：ニアッサ州の選別されたコンサルタントの住民参加型村落給水・衛生開発（Participação e Educação 

Comunitária ：PEC）活動実施能力が強化される。 

成果 3：対象郡の給水・衛生の現状が把握される。 

成果 4：対象郡において新しい給水施設が建設される。 

成果 5：対象郡において給水施設の維持管理体制が強化される。 

成果 6：対象郡において住民の衛生行動が改善される。 

成果 7：州および対象郡の給水・衛生改善活動の計画・実施管理・モニタリング評価能力が強化される。   

成果 8：対象郡における結果を踏まえ、プロジェクトの実施手法が州の GAS を通じて他の郡に共有され

る。 

成果 9：本プロジェクトで得られた知見が、国レベルの PRONASAR ステークホルダーと共有される。 

 

(４) 投入（評価時点） 

日本側： 

日本人専門家：9 名（44.73 M/M） 

総括/村落給水・衛生、設計施工管理 1 (衛生施設)、設計施工管理 1 (給水施設)、給水施設維持

管理 1、衛生啓発、人材育成/組織能力強化、物理探査/水理地質、衛星画像解析、給水施設維持管理

2（スペアパーツサプライチェーンマネジメント） 

機材：機材（車両、PC、GPS、その他）約 920 万円 

第三国研修：2013 年度/参加者 7 名 

プロジェクトの運営経費：約 2.9 億円 

 

モザンビーク側： 

カウンターパート配置：20 名 

施設・建物：プロジェクト事務所 

管理運営経費：光熱費 

２. 評価調査団の概要 

調査者 ＜日本側＞ 

宮崎 明博 団長 地球環境部 水資源第二チーム 課長 

佐々木 洋介 技術アドバイザー 株式会社 ソーワコンサルタント 

柳川 優人 調査企画 地球環境部 水資源第二チーム 

岡野 鉄平 評価分析 株式会社 アイコンズ 

＜モザンビーク側＞ 

アルリンド・コレイア  公共住宅省/国家水利局 
 

調査期間 2014 年 11 月 17 日〜2014 年 12 月 5 日 評価種類：中間レビュー 
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３.評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

（１）成果の達成度 

成果 1：村落給水・衛生改善の関連機関から成る州 GAS（州の給水・衛生作業グループ）が、ニアッサ

州において運営され、対象郡政府の定例会で、給水・衛生分野の議題が取り扱われる。 

成果 1 では、州の給水・衛生作業グループである GAS の再活性化と、対象郡政府の当該分野にかか

る取り組みの強化を目指しており、中間レビュー時点までに計画されていた成果の指標は達成してい

る。これらの成果はプロジェクト後半でも継続される必要がある。 

 

成果 2：ニアッサ州の選別されたコンサルタントの PEC 活動実施能力が強化される。 

成果 2 では、PEC 活動を実施するコンサルタントの能力強化に主眼を置いている。プロジェクトの 1

年次に合計 2 回、給水・衛生専門家養成センター（Centro de Formação Profissional de Água e Saneamento：

CFPAS）による PEC 研修が実施されており、成果 2 の指標は達成されている。 

 

成果 3：対象郡の給水・衛生の現状が把握される。 

ベースライン調査の実施を通じて対象郡の給水・衛生に関する状況を把握することが、成果 3 の目的

である。ベースライン調査は 1 年次に実施され、GIS システムを利用した水理地質図の更新も行われた。

これにより成果 3 の指標は達成されている。 

 

成果 4：対象郡において新しい給水施設が建設される。 

新たな給水施設の建設数が成果 4 の指標であり、プロジェクトの 3 年時には成果が達成される見込み

である。成果 4 の活動には、建設業者や対象コミュニティ、掘削地点の選定といった施設の建設にかか

わる活動に加え、PEC 活動を通じた水利委員会の設立、新規給水施設の情報を加えた GIS データベー

スの更新といった活動があるが、これらは他の成果の指標にて、その効果が測定できるものと思慮され

る。 

 

成果 5：対象郡において給水施設の維持管理体制が強化される。 

多くの給水施設は中間レビュー時点で、コミュニティによる利用が開始されていない。成果 5 の目的

である対象コミュニティの給水施設の維持管理体制を強化するための活動はプロジェクト後半に実施

される予定であり、中間レビュー時点では、成果の達成度を判断する為の指標データの入手は困難であ

る。 

 

成果 6：対象郡において住民の衛生行動が改善される。 

PEC 活動を通じた、住民の衛生行動改善のための活動は実施中ではあるが、成果 6 の達成度を評価す

るための指標はプロジェクト後半で確認される。 

 

成果 7：州および対象郡の給水・衛生改善活動の計画・実施管理・モニタリング評価能力が強化される。 

州および郡職員の各種能力強化は、現地のニーズに柔軟に対応することで順調に成果を上げており、

成果 7 の指標は中間レビュー時点では十分なレベルで達成している。能力強化にかかる活動はプロジェ
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クトの後半でも継続して実施されるため、指標の達成はプロジェクト終了時点でも確認する必要があ

る。 

 

成果 8：対象郡における結果を踏まえ、プロジェクトの実施手法が州の GAS を通じて他の郡に共有さ

れる。 

プロジェクトの経験や教訓をニアッサ州内の対象郡以外に普及させるための活動はプロジェクトの

後半で実施される予定であり、中間レビュー時点で成果 8 の達成度を判断することは困難である。 

 

成果 9：本プロジェクトで得られた知見が、国レベルの PRONASAR ステークホルダーと共有される。 

成果 8 と同じく、プロジェクトの経験や教訓を全国レベルの PRONASAR 関係者と共有するための活

動はプロジェクトの後半で実施される予定である。中間レビュー時点で、他の州からの 9 名の職員がプ

ロジェクト視察に訪れているため、成果 9 の指標は部分的に達成されているが、全国レベルへの知見の

共有のためには、より積極的に活動を展開していくことが重要である。 

 

（２）プロジェクト目標達成の見込み 

対象郡における給水・衛生状況が改善される。 

プロジェクト目標の指標は達成される見込みである。既述のとおり、各活動と成果の達成状況は中

間レビューの時点で十分なレベルに達している。対象コミュニティの多くの住民は安全な水へのアクセ

スが困難な状況にあり、このことが、高い水因性疾患の罹患率につながっている。プロジェクトでは給

水施設、衛生施設の建設を計画しており、これらの施設の利用により安全な水へのアクセス人口が増え、

衛生状況が改善されることが期待される。また、施設を利用した衛生教育、啓発活動ならびに関係各機

関への実践的な能力強化を行うことにより、プロジェクトによる十分な効果の発現が期待される。プロ

ジェクトの後半で、住民や郡の各関係者を巻き込みながら、計画通りに活動が実施されれば、対象郡に

おける給水・衛生状況が改善されることが見込まれる。ただし、新規に建設した給水施設が適切に運営

維持管理をされていなければ、必ずしもこれらの指標と成果は結び付かないため、継続的に運営維持管

理の啓発活動を実施していく必要がある。 

 

３-２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

以下のような理由により、妥当性は高い。 

本プロジェクトは、モザンビーク国の PRONASAR に基づいて実施されており、対象地域・社会のニ

ーズとの整合性も高い。また、我が国のモザンビーク国援助方針において重要視されているナカラ回廊

開発支援の一環として、地方給水を始めとした社会サービスを充実させていく事は、日本の援助政策と

も整合性がある。 

 

（２）有効性 

以下のような理由により、有効性は高い。 

中間レビューの時点で、プロジェクトの活動は概ね計画通りに実施されており、各成果の達成度合

いも十分なレベルに達している。プロジェクト後半でもすべての活動が計画通りに実施され、カウンタ
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ーパート機関の積極的な関与と十分な予算の確保が継続されれば、プロジェクト目標の指標は達成され

る見込みである。 

 

（３）効率性 

以下のような理由により、効率性はやや高い。 

各成果を達成するため活動は十分に実施されており、中間レビュー時点で、各成果の達成度合いは

計画どおりである。プロジェクトの進捗は順調に推移しており、日本側、モザンビーク国側ともに適切

な投入が行われていると考えられる。プロジェクトでは PRONASAR の方針として可能な範囲で州内の

企業を採用する事を促進しているが、一部の企業は能力が限られており、活動に若干の遅延が生じたケ

ースがあった。これらは、プロジェクトチームのきめ細かい指導により改善されているものの、専門家

に過度の負担がかかる場合もあった。 

 

（４）インパクト 

中間レビューの時点では、インパクトの達成見込みを判断するのは時期尚早である。 

 

（５）持続性 

以下のような理由により、持続性は中程度である。 

1）政策・制度面の持続性 

PRONASAR の目的は、モザンビーク国内の給水・衛生の課題を改善するための普遍的なものであ

るため、PRONASAR は 2015 年以降も継続される見込みである。 

2）組織面の持続性 

本プロジェクトの能力強化の対象となるカウンターパートの職員数が比較的少ないことから、職

員の異動は移転した技術の損失に直結してしまう。郡の課長職は州政府からの任命される一方で、

SDPI の技術者レベルの職員は、郡の直接雇用となっているため、プロジェクトの後半では、技術移

転の持続性を考慮し、技術者レベルの職員の能力強化を推進していく方針である。またプロジェク

ト終了後にも、DPOPH/DAS 及び SDPI が同様の研修を継続するための予算を確保することが、技術

や知識を保持していく上で重要である。 

3）技術面の持続性 

プロジェクトでは、州 GAS を通じて州内での統一したスペアパーツ供給体制、モニタリグにかか

る体制づくりを推進しており、これらが州内で標準化されれば、プロジェクト終了後にも、体制が

継続される可能性が高くなる。また、PEC 活動にかかる能力強化ついては、他郡でも活動している

コンサルタント、NGO やアソシエーションなども対象とし、地域の文化や諸事情に精通した団体の

能力強化を行うことにより、プロジェクト終了後にも持続的に PEC 活動が実施されることが期待さ

れる。 

4）財政面の持続性 

プロジェクトでは、郡政府が適切な予算計画を策定し、郡内の活動を行うために必要な予算請求

が可能となるように、さらなる能力強化を実施していく方針である。 
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３-３ 効果発現に貢献した要因/問題点及び問題を惹起した要因 

プロジェクトの責任機関である国家水利局（Direcção Nacional de Águas：DNA）はマプト市に事務所

があり、プロジェクトの活動地のあるニアッサ州と距離的に離れているため、プロジェクトチームと責

任機関の担当者が直接会って話す機会が限られ、意思決定などに時間を要する時がある。一方で、プロ

ジェクト事務所がニアッサ州リシンガ市内の DPOPH/DAS の事務所内に設置されており、ニアッサ州に

おけるプロジェクト内のコミュニケーションは特段問題なく行われている。 

 

３-４ 結論 

プロジェクトの前半では、モザンビーク政府による PRONASAR への積極的な関与に加え、ニアッサ

州 DPOPH とプロジェクトチーム間の良好な連携体制により、プロジェクトは重大な遅延もなく順調に

進んでいる。対象郡における水供給と衛生の状況を改善する（プロジェクト目標）ための正しい軌道に

乗っているとはいえ、スペアパーツ供給網の統一された体制の確立、郡とコミュニティに対する継続的

な技術支援、および実行可能なモニタリングシステムの構築に取り組む必要がある。 

 

３-５ 提言 

残された協力期間で、プロジェクト目標の達成を確保するために以下の通り提言する。 

（１）人事異動を考慮した技術移転 

すべての技術支援プロジェクトの中で最も重要なインプットの一つは人材である。適切な引継ぎを

伴わない人的資源の頻繁な変更は、移転された技術の一部または多くの消失につながる可能性がある。

そのため、モザンビーク政府は頻繁な人事異動を発生させないよう配慮し、人事異動が発生する際に

は十分な引継ぎを実施する必要がある。 

 

（２）スペアパーツ供給体制の確立 

対象郡における給水施設の持続的な運営維持管理のためには、スペアパーツ供給体制の確立が必要

不可欠である。DPOPH 及びプロジェクトを含むすべての協力パートナーは、スペアパーツ供給体制の

確立のために、積極的に開発プロセスに関与することが求められる。 

 

（３）モニタリングシステムの標準化 

標準化されたモニタリングシステムの普及は、プロジェクトの成果達成のみならず、DNA の業務全

体において極めて重要である。州、郡、コミュニティの各レベルにおける円滑な業務の実施のために、

給水、衛生にかかる国家情報システムである（National Water Sector Information Management System：

SINAS）の早期の運用の確定し、PRONASAR を通じてすべての関係機関が統一したモニタリング手法

を採用することが期待される。関係機関の間の活発な相互作用を介して、より実効性のあるモニタリ

ング体制を構築し、郡、コミュニティレベルの関係者の負担を軽減するために、適切なモニタリング

の実施に基づいた情報共有とモニタリングフォーマット改善のための努力をしていく必要がある。 

 

（４）プロジェクト·デザイン·マトリックス（Project Design Matrix：PDM）の改訂 

DNA と日本人専門家との討議の基づき、PDM の構造と内容の一部を改定することを提案した。両者

は PDM 改定のための議論を継続し、次回の州運営委員会（Provincial Steering Committee：PSC）での承
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認を目指すことで合意した。 

 

（５）プロジェクトの経験と教訓の共有 

PRONASAR の目標を達成するために、プロジェクトの経験や教訓が全国 GAS において共有され、

モザンビークにおける村落給水の改善に貢献することが期待される。 
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第１章 中間レビュー調査の概要 

１－１ 背景 

モザンビーク国では、16 年間続いた内戦が 1992 年に終結し、荒廃した基礎的なインフラに対して

は、内戦終了後からモザンビーク国政府や各ドナー支援により修復、整備が実施されてきた。村落給

水・衛生分野においては、ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals：MDGs）の達成に向

け、2015 年までに村落部における安全な水へのアクセス率を 70%、衛生施設へのアクセス率を 50%と

することが目標とされている。しかしながら、現在、モザンビーク国の村落部における安全な水への

アクセス率は 29%、そして衛生施設へのアクセス率も 5%と周辺諸国と比較して低い水準にある。こ

のため、村落給水及び衛生状況の改善を促進すべく、モザンビーク国政府とドナーによるセクターワ

イドアプローチの枠組みの中で、「村落給水・衛生国家プログラム（Programa Nacional de Água e 

Saneamento：PRONASAR）、2010~2015」が定められた。本プロジェクトの対象となるニアッサ州の都

市部を含む安全な水へのアクセス率は 69.8%と全国平均の 50.9%を上回っているものの、これは給水

施設 1 つあたりの給水人口を 500 人とする算出方法によるところが大きく、ニアッサ州のような人口

が少なく、1 つ当たりのコミュニティ人口が少ない地域においては、実態として安全な水を使用でき

ない人は数字よりも相当大きいと考えられる。さらには、ニアッサ州はこれまで他援助機関の大規模

な支援の対象になっていないため、新規給水施設の建設が進んでおらず、給水率はモザンビーク国全

10 州の中で唯一低下する傾向にあるなど、依然として村落給水・衛生事業に対する高い需要が存在す

ることから、モザンビーク国政府は我が国に技術協力プロジェクトの実施を要請した。 

以上の背景に基づき、JICA は 2012 年 7 月から 8 月にかけて詳細計画策定調査を実施し、ニアッサ

州マジュネ郡、ムエンベ郡、マヴァゴ郡、マンディンバ郡の 4 群を対象に、技術協力プロジェクト「ニ

アッサ州持続的村落給水、衛生改善プロジェクト」を実施することとした。本プロジェクトでは、公

共事業住宅省/国家水利局（MOPH/DNA）、ニアッサ州公共住宅局（Direcão Provincial das Obras Públicas 

e Habitação：DPOPH）、対象郡の計画・基盤整備課（Serviço Distrital de Planeamento e Infraestructura：SDPI）

の PRONASAR の基本原則に基づいた事業の実施体制・実施能力許可のための支援を目的とし、対象

郡における給水・衛生改善を図るとともに、モザンビーク国関係機関の計画、実施管理、モニタリン

グにかかわる能力強化を目指すものである。 

本中間レビュー調査は 4 年間のプロジェクト協力期間の中間地点を迎えるに当たり、これまでの進

捗状況・成果を踏まえ、プロジェクトが順調に効果発現に向けて実施されているかどうかを検証する

とともに、プロジェクト内容の改善に資することを目的に実施された。 

１－２ 目的 

(1) PDM ver.2（2014 年 7 月版）に基づき、プロジェクトの投入、活動、成果を確認し、プロジェク

ト目標と上位目標の達成見込みを検証する。 

(2) 評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点から、プロジェクトの進

捗と達成状況を分析する。 

(3) 上記（1）及び（2）の分析結果に基づき、今後の円滑なプロジェクトの運営および確実なプロ
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ジェクト目標の達成に向けて、とるべき措置について協議を行い、日本側、モザンビーク側の

関係者に対して提言を行う。 

(4) 必要に応じて、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）ならび

にプラン・オブ・オペレーション（Plan of Operation：PO）の改定を提案する。 

(5) 評価結果を合同評価報告書にまとめ、モザンビーク側と M/M を取り交わす。 

１－３ プロジェクトの概要 

プロジェクトの概要は以下の通りである。 

(1) 上位目標 

ニアッサ州における給水・衛生状況が改善される。 

(2) プロジェクト目標 

対象郡における給水・衛生状況が改善される。 

(3) 成果 

成果 1：村落給水・衛生改善の関連機関から成る州の給水・衛生作業グループ（Grupo de Água 

e Saneamento：GAS）（以下「州の GAS」）が、ニアッサ州において運営され、対象郡

政府の定例会で、給水・衛生分野の議題が取り扱われる。 

成果 2：ニアッサ州の選別されたコンサルタントの住民参加型村落給水・衛生開発（Participação 

e Educação Comunitária：PEC）活動実施能力が強化される。 

成果 3：対象郡の給水・衛生の現状が把握される。 

成果 4：対象郡において新しい給水施設が建設される。 

成果 5：対象郡において給水施設の維持管理体制が強化される。 

成果 6：対象郡において住民の衛生行動が改善される。 

成果 7：州および対象郡の給水・衛生改善活動の計画・実施管理・モニタリング評価能力が強

化される。 

成果 8：対象郡における結果を踏まえ、プロジェクトの実施手法が州の GAS を通じて他の郡

に共有される。 

成果 9：本プロジェクトで得られた知見が、国レベルの PRONASAR ステークホルダーと共有

される。 

１－４ 中間レビュー調査の方法 

 １－４－１ 調査手法  

本中間レビュー調査は、新 JICA 事業評価ガイドライン（2010 年 6 月改訂）に沿って実施された。

PDM を調査の枠組みとして採用し、評価グリッド（別添 2）を基にプロジェクトの現状及び成果を

検証し、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）による評価を実施した。中

間レビュー調査団はプロジェクトサイトにて本プロジェクトのモザンビーク側担当職員及び日本側

専門家、関係機関に対するインタビュー及び質問票による調査を実施した。 
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 １－４－２ 評価 5項目による評価 

中間レビュー調査の分析において用いられた評価 5 項目の定義は下記の表 １－１の通りである。

また評価 5 項目と PDM（上位目標、プロジェクト目標、アウトプット、投入）の関係は図 １－１

の通りである。 

表 １－１ 評価 5項目の定義 

評価 5 項目 JICA 評価ガイドラインによる定義 

1. 妥当性 
プロジェクトの妥当性は、政府の開発目標や、対象グループ、及び/また

は、モザンビークの最終的な受益者のニーズに関して、プロジェクト目

標と上位目標の正当性によって検討される。 

2. 有効性 有効性はプロジェクト目標がどの程度達成されたか、プロジェクト目標

と成果の関連性を解明し評価される。 

3. 効率性 プロジェクト実施の効率性は、投入の時期、質及び規模と成果の関係性

に焦点を当て分析を行う。 

4. インパクト インパクトはプロジェクトによってもたらされた正負の影響、計画当初

に予想されなかった影響を含め評価される。 

5. 持続性 プロジェクトの持続性は、プロジェクト終了後、プロジェクトの成果が

持続するか分析し、組織、財政、技術面に関して評価される。 

出所：「新 JICA 事業評価ガイドライン（2010 年 6 月改訂）」 

 

 

図 １－１ 評価 5項目とログフレームの関連性（概念図） 

出所：「プロジェクト評価の手引き（2004 年 2 月）」 

 

 １－４－３ データ収集方法 および情報源 

本中間レビュー調査に必要な情報は下表に示す方法で収集した。 

上位目標 

プロジェクト目標 

活動 

投入 

アウトプット 

実績の検証 

実施プロセス 

の検証 

インパクト 

有効性 

効率性 

持続性 

妥当性 
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表 １－２ データ収集方法及び情報源 

データ収集方法 情報源：中間レビューへの回答者 

■ インタビュー 

■ 質問票 

■ 公共事業住宅省/国家水利局 

■ ニアッサ州公共住宅局/給水・衛生事業部 

■ 対象郡の計画・基盤整備課 

■ 日本人専門家 

■ 文献調査  ■ 水政策関連文献 

■ PRONASAR 関連文献 

■ プロジェクト進捗報告書 

■ CFPAS 報告書 

■ ローカルコンサルタント委託条件書  

■ その他の関連文献 

 

１－５ 調査団の構成 

<モザンビーク側> 

団員名 役職 所属 

Mr. Arlindo Correia  水ユニットチーフ 公共住宅省/国家水利局 

 

<日本側> 

団員名 担当業務 役職/所属 

宮崎 明博 団長 地球環境部 水資源第二チーム 課長 

佐々木 洋介 技術アドバイザー 株式会社 ソーワコンサルタント 

柳川 優人 調査企画 地球環境部 水資源第二チーム 

岡野 鉄平 評価分析 株式会社 アイコンズ 

 

１－６ 調査のスケジュール 

中間レビュー調査は 2014 年 11 月 17 日から 2014 年 12 月 6 日の期間で実施された。（別添 4） 



 

－5－ 

第２章 プロジェクトの実績 

２－１ 投入の実績 

  (1) 日本側投入 

   1) 日本人専門家派遣 

団員名 分担業務 合計人月 

横木 昭一 総括/村落給水・衛生 13.4 

有田 一博 設計施工管理 1 (衛生施設) 1.5 

山下 千文 設計施工管理 1 (給水施設) 2.0 

永沼 俊道 給水施設維持管理 1 10.5 

稲田 菜穂子 衛生啓発 5.4 

小島 寛明 人材育成/組織能力強化 6.03 

菅 真 物理探査/水理地質 3.5 

和田 和之 衛星画像解析 1.5 

岡根 史佳 給水施設維持管理 2 

（スペアパーツサプライチェーンマネジメント） 

0.9 

2014 年 10 月時点 

 

   2) ブラジルでの第三国研修 

2013 年 10 月 24 日から 2013 年 11 月 12 日の期間でブラジルでの第三国研修が実施された。

DPOPH/DAS から 3 名、対象郡の SDPI から 4 名の合計 7 名のカウンターパート職員が堅守に参

加した。 

研修受入先 ：ブラジル国立農牧研究所（EMBRAPA Semiárido） 

第三国研修（ブラジル）参加者： 

 名前 役職/所属 

1 Mr. João Baptista Júlio Nhantumbo ニアッサ州公共住宅局 給水・衛生事部 

部長 

2 Mr. Domingos Suizane Zuber ニアッサ州公共住宅局 衛生技術者 

3 Mr. Cássimo Abacarne  ニアッサ州公共住宅局 衛生技術者 

4 Mr. Manuel Ndalaarne ムエンベ郡 計画・基盤整備課 課長 

5 Mr. Valentim Ualiuae  マンディンバ郡 計画・基盤整備課 課長 

6 Mr. Ernesto Francisco Matias André マヴァゴ郡 計画・基盤整備課 課長 

7 Mr. Amado Issufocisco Matia マジュネ郡 計画・基盤整備課 衛生技術者 
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   3) 現地業務費 

2014 年 11 月時点で、施設の建設、研修の実施、現地の移動費用などの現地業務費として、

約 292 百万円が投入された。 

   4) 供与機材 

2014 年 10 月時点で、車両、モーターバイク、GPS、事務所設備など、約 9.2 百万円分の機材

が供与された。(別添 6) 

  (2) モザンビーク側 

   1) カウンターパートの配置 

 Name Title / Organization 

プロジェクト 

ディレクター 

Ms. Suzana Saranga Loforte 

Ms. Julieta Felicidade Paulo 

Mr. Arlindo Correia 

公共住宅省/国家水利局 局長 

プロジェクト 

アドミニストレーティブ 

マネージャー 

Mr. Graciano Artur ニアッサ州公共住宅局 局長 

プロジェクト 

エグゼクティブ 

マネージャー 

Mr. Graciano Artur  ニアッサ州公共住宅局 局長 

プロジェクトテクニカル

マネージャー 

Mr. João Júlio Baptista ニアッサ州公共住宅局給水・衛生事業部 

部長 

フォーカルポイント Mr. Cássimo Abacar ニアッサ州公共住宅局 給水・衛生事業部  

 Mr. Carlos Sitoe ニアッサ州公共住宅局 給水・衛生事業部 

給水・衛生技術者 

 Mr. Domingos Zuber ニアッサ州公共住宅局 給水・衛生事業部 

運営維持管理担当 

 Ms. Rosa Jaime ニアッサ州公共住宅局 給水・衛生事業部 

地質学担当 

 Ms. Jorgina J. Jonas ニアッサ州公共住宅局 給水・衛生事業部 

衛生担当 

カウンターパート Mr. Ernesto F.Matias Andre マヴァゴ郡 計画・基盤整備課 課長 

 Ms. Isabel Paulo Americo マヴァゴ郡 計画・基盤整備課 給水・衛生

担当 

 Mr. Manuel Ndala ムエンベ郡 計画・基盤整備課 課長 

 Mr. Elvis Romao ムエンベ郡 計画・基盤整備課 給水・衛生

担当 

 Ms. Felismina Joao Siady ムエンベ郡 計画・基盤整備課 給水・衛生

担当 

 Mr. Jose Aquino Mueteter マジュネ郡 計画・基盤整備課 課長 

 Mr. Amado Issufo マジュネ郡 計画・基盤整備課 給水・衛生

担当 

 Mr. Pedro Quenesse マンディンバ郡 計画・基盤整備課 課長 

 Mr. Osvaldo M. Francisco マンディンバ郡 計画・基盤整備課 給水・

衛生担当 



 

－7－ 

   2) 日本人専門家の執務スペース 

モザンビーク側はニアッサ州リシンガ市の DPOPH/DAS 事務所内に、日本人専門家の執務ス

ペースを提供している。 

２－２ 活動の実績 

中間レビューの時点で、ほとんどのプロジェクトの活動は画通りに実施されている。ポンプ修理工

やトイレ建設校に対する研修に若干の遅れがあるものの、全体的にプロジェクトは円滑に進捗してい

る。 

２－３ 成果の達成状況 

プロジェクト目標の達成のための成果の指標については、概ね計画通りに達成されている。各成果

の達成度合いは以下の通りである。 

成果 1 村落給水・衛生改善の関連機関から成る州 GAS が、ニアッサ州において運営され、対象

郡政府の定例会で、給水・衛生分野の議題が取り扱われる。 

指標 指標 1-1： 州 GAS の定期会合及び郡のフォーラムが 3 カ月ごとに行われる。 

指標 1-2： 郡政府の定例会で村落給水・衛生改善に関する議題が 3 カ月ごとに取り扱われ

ている。 

 

成果 1 では、州の給水・衛生作業グループである GAS の再活性化と、対象郡政府の当該分野にかか

る取り組みの強化を目指しており、中間レビュー時点までに計画されていた成果の指標は達成してい

る。これらの成果はプロジェクト後半でも継続される必要がある。 

- 指標 1-1：州GASの活性化は一年次に完了しており、2013年 4月から 17回の会合が開催された。 

- 指標 1-2：水と衛生に関する議題は、マヴァゴ郡、ムエンベ郡にて定期的取り扱われている。プ

ロジェクトチームは引き続きマジュネ郡、マンディンバ郡の職員に対して、定例会でこれらの

議題を取り上げるように呼びかけている。 

 

州 GAS ミーティング 

州 GAS ミーティングは、ニアッサ州内の地方行政機関、他ドナー、NGO にとって情報共有、援助

協調のための調整を強化するための貴重な機会となっている。現在の州 GAS メンバーは表 ２－１に

示すとおりである。 

表 ２－１ ニアッサ州 GASのメンバー 

コンサーンユニバーサル モザンビークキリスト教強協会 

リシンガ市役所 モザンビーク赤十字社 

ニアッサ司教区 州環境問題調整局 

州教育局 公共事業住宅局 

州保健局 ESTAMOS（NGO） 

アイリッシュエイド JICA-PROSUAS 

SNV（NGO） Water Aid（NGO） 

出所：https://sites.google.com/site/gtasniassa/membros, アクセス日 2014 年 11 月 30 日 
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ニアッサ州の GAS は、中央レベルの関係者から特に活発な州 GAS であるという認識を持たれてい

る。州 GAS の定期的なミーティングにおいては、プロジェクトチームが 2014 年の議長を務め、2015

年も同様の役割を担う予定となっている。また、情報共有を推進する方策をメンバー間で検討した結

果、ウェブサイト作成のためのタスクフォースを結成し、2014 年 8 月に州 GAS のホームページを公

開している。さらには、中央レベルでの情報並びに経験の共有を行うため、州 GAS のメンバーの全国

GAS への出席を推進している。 

郡フォーラム 

郡レベルのフォーラムの設立も活動計画の中に含まれていたが、各郡ではすでに定例会議を行って

いることから、1 年次に PDM の改定を行い、これらにかかる活動は実施をしないこととした。 

成果 2 ニアッサ州の選別されたコンサルタントの PEC 活動実施能力が強化される。 

指標 指標 2-1： 15 人以上のコンサルタントが研修終了の認定証を受領する。 

 

成果 2 では、PEC 活動を実施するコンサルタントの能力強化に主眼を置いている。プロジェクトの

1 年次に合計 2 回、給水・衛生専門家養成センター（Centro de Formação Profissional de Água e 

Saneamento：CFPAS）による PEC 研修が実施されており、成果 2 の指標は達成されている。 

- 指標 2-1：PEC 研修は 2013 年 5 月 13 日から 24 日までの 10 日間、2013 年 12 月 16 日から 21 日

までの 6 日間の 2 回にわたり実施された。PEC 研修は PEC 活動を実施するコンサルタントに加

え、対象郡以外の給水・衛生の関係者の PEC 活動に関するスキルを向上させるため、NGO、ア

ソシエーション、給水・衛生の技術者など、幅広く研修参加者を募った。第一回目の研修には

44 名が参加し、第二回目の研修には 39 名が参加した。 

 

研修の成果 

PEC 研修はモザンビークで唯一 PEC 研修の認定機関である CFPAS によって実施されており、研修

修了書は CFPAS の基準を満たした場合にのみ授与されることになっている。そのため、研修の成果に

ついては十分に保証されているものと考えられる。 

ローカル資源の活用 

PRONASAR においては、持続可能な給水・衛生の課題に対する持続可能な取り組みとして、ロー

カル資源の活用ならびに能力強化の実施が推奨されている。この方針に従い、プロジェクトでは、N&K 

Consultores と ASA Consultores の 2 社の現地企業を PEC コンサルタントとして選定した。PEC 活動を

開始した当初は、これらのコンサルタントの技術は十分ではなかったが、活動を実施する過程で日本

人専門家がきめ細かい指導を行うことにより、PEC 活動の質は向上している。 

各コンサルタントは、それぞれ 2 郡（マジュネ郡、マンディンバ郡/ASA Consultores、マヴァゴ郡、

ムエンベ郡/N&K Consultores）での PEC 活動を担当している。対象郡を基盤とする企業であるため、

地域の文化、風習、言語に関して豊富な知識と経験を持っており、各コミュニティから選出された PEC

活動員がコンサルタントの活動の補助を行っているため、コミュニティの目線から活動を実施するこ

とができている。例えば指導内容が PEC 活動員に理解されない場合には、コミュニティの住民にも理

解されないことが考えられるため、指導内容を見直すなどの改善を行っている。 
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各コミュニティには PEC 活動を通じて水管理委員会が設立されており、PEC 活動の指導内容も適切

に理解されていることが観察された。給水施設の使用が始まっていないコミュニティがほとんどであ

ることから、給水施設の使用が開始される際に、再度 PEC 活動を行い、維持管理の方法を再度指導す

る計画となっている。 

成果 3 対象郡の給水・衛生の現状が把握される。 

指標 指標 3-1： 対象郡における住民の給水・衛生状況改善意識についての報告書が作成される。 

指標 3-2： 対象郡の水理地質図が更新される。 

 

ベースライン調査の実施を通じて、対象郡の給水・衛生に関する状況を把握することが、成果 3 の

目的である。ベースライン調査は 1 年次に実施され、GIS システムを利用した水理地質図の更新も行

われた。これにより成果 3 の指標は達成されている。 

- 指標 3-1：ベースライン調査の実施により、対象地域の給水・衛生にかかる状況、ならびに利用

できるローカル資源の能力が把握された。これらの情報を管理するためのデータベースは順次

更新され、最新の情報が保たれるようになる。また、PDM、PO はこれらのデータベースを基に

更新された。 

- 指標 3-2：水理地質図の更新が行われており、指標は達成されている。既存の水理地質図、なら

びに既存井戸の位置図は、GIS システム上で統合された。 

 

ベースライン調査 

ベースライン調査は迅速評価、詳細調査の 2 つのフェーズによって実施された。プロジェクトの活

動はベースライン調査の結果に基づき計画をされており、現地の状況に即した活動の実施をすること

ができている。また、ベースライン調査の結果は、2016 年に実施予定のエンドライン調査結果と比較

することで、プロジェクト終了時に、給水・衛生にかかる状況がどのように変化したかを確認するた

めの情報源となる。 

GIS 研修 

カウンターパート職員が、プロジェクト終了後も、GIS を使ったデータの図示化を報告書で活用す

る知識を習得するために、GIS 研修が実施された。第一回目の研修は 2013 年 11 月 4 日から 11 月 6 日

に実施され、DAS 職員 3 名、SDPI 職員 5 名が参加した。この研修が好評であったため、第一回目の

研修に参加できなかった職員を対象に、第二回研修が 2014 年 7 月 7 日から 7 月 10 日に実施された。

今後も必要に応じて追加研修の実施が検討されているが、日常的に GIS の操作を行う環境にないと、

技能の低下は避けられないと思われる。DAS の他、各 SDPI においても GIS に触れられる環境を整備

できれば、技量の低下の軽減が期待できるため、環境整備についても検討する必要がある。 

成果 4 対象郡において新しい給水施設が建設される。 

指標 指標 4-1： 対象郡において給水施設が 50 カ所以上建設される 

 

新たな給水施設の建設数が成果 4 の指標であり、プロジェクトの 3 年時には成果が達成される見込

みである。成果 4 の活動には、建設業者や対象コミュニティ、掘削地点の選定といった施設の建設に

かかわる活動に加え、PEC 活動を通じた水利委員会の設立、新規給水施設の情報を加えた GIS データ

ベースの更新といった活動があるが、これらは他の成果の指標にて、その効果が測定できるものと思
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慮される。 

- 指標 4-1：2014 年 11 月 25 日の時点で、50 カ所の建設計画に対し、合計 36 カ所の給水施設の建

設が完了している。 

 

給水施設の建設 

成果 4 に関する活動は計画通りに実施されている。ベースライン調査の結果に基づき、対象となる

コミュニティが選定され、各コミュニティには PEC 活動を通じて水利委員会が設立された。また、成

果 2 の活動と同様、ローカル資源の活用のために、現地の掘削業者を採用し、細かい指導を通じた能

力強化を図りながら給水施設の建設が実施されている。給水施設の建設場所の選定においては、各コ

ミュニティの水利委員会及び住民が希望する場所の周辺で水理地質踏査及び物理探査を行い、地下水

開発の可能性が高い地点から優先的に掘削を行った。ただし、マヴァゴ郡、マジュネ郡では地下水の

ポテンシャルが低く、不成功井が発生する可能性が高いことが判明している。そのため、対象郡にお

ける給水施設の建設において、2 本連続で不成功井が発生した場合には同コミュニティでの井戸工事

は中止し、次の候補コミュニティに移動する手順としている。 

成果 5 対象郡において給水施設の維持管理体制が強化される。 

指標 指標 5-1： 各対象コミュニティの水衛生委員会において、施設維持管理基金としてプロジ

ェクト終了までに最低 2,000MTZ 貯蓄される。 

指標 5-2： 各対象コミュニティの給水施設の故障が 1 回あたり 14 日以下に減少する。 

 

多くの給水施設は中間レビュー時点で、コミュニティによる利用が開始されていない。成果 5 の目

的である対象コミュニティの給水施設の維持管理体制を強化するための活動はプロジェクト後半に実

施される予定であり、中間レビュー時点では、成果の達成度を判断する為の指標データの入手は困難

である。 

- 指標 5-1：給水施設の運用が開始されていないため、指標にかかるデータは存在しない。中間レ

ビューの時点では、PEC 活動を通じて給水施設の維持管理に関する啓発活動が行われており、

住民の施設管理のための基金への支払い意思は十分にあることが確認された。  

- 指標 5-2：給水施設の運用が開始されていないため、中間レビューの時点では指標にかかるデー

タは存在しない。 

 

スペアパーツ供給体制の構築 

給水・衛生分野での課題の改善のためには、給水施設の維持管理を適切に行うことが極めて重要で

ある。そのため、スペアパーツの供給体制を構築し、住民が継続的に給水施設の修理のための交換部

品を入手できる環境の整備が必要となる。しかし、既存の給水施設の数は限られており、販売店など

の営利企業によるスペアパーツの取り扱いは商売として成立させることが困難であるため、プロジェ

クトでは州 GAS での討議を通じ、州で統一したスペアパーツの供給体制の構築を提案している。この

提案では、郡、地域の販売店、ポンプ修理工の 3 者の合意に基づき、ドナーや NGO がスペアパーツ

の初期在庫を郡経由で販売店、ポンプ修理工に提供する。コミュニティから修理依頼があった際には、

ポンプ修理工がスペアパーツの初期在庫にて対応を行う計画である（詳細は別添 5 を参照）。これらの

取り組みはまだ初期段階であるため、成果が確認されるのは、プロジェクトの後半となる見込みである。 
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成果 6 対象郡において住民の衛生行動が改善される。 

指標 指標 6-1： 対象コミュニティにおいて野外排泄をしていたがやめた人々の割合が、少なく

とも 50%以上になる。 

指標 6-2： 対象コミュニティにおいて排泄後の適切な手洗いを行う人々の割合が、少なく

とも 50%以上になる。 

指標 6-3： 60 以上のコミュニティが野外排泄の撲滅に至る。 

 

PEC 活動を通じた、住民の衛生行動改善のための活動は実施中ではあるが、成果 6 の達成度を評価

するための指標はプロジェクト後半で確認される。 

- 指標 6-1, 6-2, 6-3：中間レビュー時点で指標を確認することは困難である。 

 

衛生改善のための啓発活動と衛生教育 

現時点では、成果 6 にかかる指標の達成度合いを確認することはできないが、コミュニティ主導に

よる包括的衛生（Community Led Total Sanitation：CLTS）や参加型環境衛生行動変容手法（Participatory 

Hygiene and Sanitation Transformation：PHAST）の手法を用いた PEC 活動が対象コミュニティにおいて

実施中である。手洗い施設の付いたトイレの建設と、衛生教育を実施する対象小学校 20 校の選定が完

了しており、中間レビューの時点では、各対象郡に１校ずつ、合計 4 校の小学校にてトイレが建設中

である。残りの 16 校については 2015 年に建設が予定されている。プロジェクトの後半では、給水施

設やトイレといった施設の建設と、衛生改善のための啓発活動並びに衛生教育を同時に行うことで、

より実践的な指導の実施が期待される。 

成果 7 州および対象郡の給水・衛生改善活動の計画・実施管理・モニタリング評価能力が強化さ

れる。 

指標 指標 7-1： ニアッサ州及び対象郡において、DPOPH及び SDPIが年間計画を毎年策定する。 

指標 7-2： 11 人の DPOPH 職員、または SDPI 職員が研修修了証を受領する。 

指標 7-3： DPOPH/DAS が、郡 SDPI から 3 カ月に一度、実施監理・モニタリング・評価に

関する報告書を受領する。 

 

州および郡職員の各種能力強化は、現地のニーズに柔軟に対応することで順調に成果を上げており、

成果 7 の指標は中間レビュー時点では十分なレベルで達成している。能力強化にかかる活動はプロジ

ェクトの後半でも継続して実施されるため、指標の達成はプロジェクト終了時点でも確認する必要が

ある。 

- 指標 7-1：ニアッサ州及び対象郡において年間計画が策定されており、プロジェクト終了時点で

指標は達成される見込みである。しかし、活動計画の中の予算規模は比較的小さく、州及び郡

の予算請求に関する計画策定能力の不足も観察されている。 

- 指標 7-2：DPOPH/DAS 職員 3 名、SDPI 職員 8 名が CFPAS の実施した研修に参加し研修修了書

を受領している。各職員はプロジェクトで活動する各コンサルタントの業務を監督する立場に

あるが、現時点で衛生や井戸の掘削に関する専門的な知識が不足しているため、プロジェクト

後半ではこのような分野における能力強化を推進していく必要がある。 

- 指標 7-3：DPOPH/DAS は、四半期ごとに SDPI からの報告書を受領している。ただし、報告書
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作成の基となるデータを入手するためのモニタリングシステムには改善の余地がある。国家水

利局（Direcção Nacional de Águas：DNA）は給水・衛生にかかる国家情報管理システム（National 

Water Sector Information Management System：SINAS）の全国での普及を推進しており、Localidade、 

Post Administrativo、SDPI 、DPOPH/DAS のそれぞれのレベルで統一された記録フォームを配布

しているが、プロジェクトの対象郡ではシステム運用に必要なコンピューターやソフトウェア

などの機材が配備されておらず、現時点で SINAS は機能をしていない。プロジェクトは SINAS

の運用が始まった際に、円滑にモニタリングデータを移行できるように、SINAS と整合性のあ

るモニタリング手法を採用している。 

 

SDPI 職員の能力強化 

計画、実施、モニタリングといったプロジェクトの活動を通じて、郡のカウンターパート職員の業

務実施能力強化が進められている。しかし、専門的な知識やスキルの不足に加え、SDPI スタッフのプ

レゼンテーション能力や、書類作成、パソコン操作、百分率などの基本的な計算能力には、いまだ改

善の余地がある。プロジェクトでは引き続き研修のニーズを把握しながら、実情に合わせた能力強化

研修の実施を計画している。 

プロジェクトではカウンターパート職員に対する個別面談により、研修のニーズを確認するととも

に、下記のワークショップを通じて能力強化に関する課題の分析を行った。 

- ID/OS ワークショップ（2013 年 5 月 6 日から 5 月 10 日）：28 名の SDPI 職員が参加し、関係者

との関係、組織を取り巻く環境と、組織の強み弱みについて分析を行った。 

- 能力評価ワークショップ（2013 年 10 月 23 日）：現在の職務能力について自己分析を行った。 

DPOPH/DAS、SDPI 職員への聞き取り調査によると、各職員の自己認識として、特に、コンピュー

ターを使ったプレゼンテーションと計画作成のスキルが向上していることを実感しているとのことで

あった。こうした状況はプロジェクトが計画した通りの成果であり、各職員のニーズを把握し、状況

に合わせた能力強化を実施したことが大きな貢献要因であったと考えられる。また、研修の実施と合

わせて、コンピューターや交通手段の提供を行い、研修で学んだことを実践の場で活用できる環境を

整えたことも効果的であった。このような手法はプロジェクトの後半でも実施していくことが有効で

ある。 

CFPAS によるオーダーメイドの研修 

PEC 研修以外にも、プロジェクトでは CFPAS による能力強化研修を実施している。CFPAS は給水・

衛生に関する質の高い研修コースを提供するのみならず、研修のテーマや参加者のレベルに合わせた

オーダーメイドの研修も提供している。カウンターパート職員のニーズに合わせた研修を CFPAS に委

託して実施することで、質の高い能力強化の機会を提供することができている。こうした取り組みは、

非常に効果的であったと考えられる。 

成果 8 対象郡における結果を踏まえ、プロジェクトの実施手法が州の GAS を通じて他の郡に共

有される。 

指標 指標 8-1： 3 冊のマニュアルが作成され、対象郡以外の郡に配布される。 

 

プロジェクトの経験や教訓をニアッサ州内の対象郡以外に普及させるための活動はプロジェクトの
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後半で実施される予定であり、中間レビュー時点で成果 8 の達成度を判断することは困難である。 

- 指標 8-1：プロジェクトチームとカウンターパート職員により、既存のマニュアルの整理、見直

しが行われた。プロジェクトの後半では、学校でのトイレ建設、衛生教育、スペアパーツの供

給体制の構築、郡職員の業務マニュアル、監督マニュアルの作成が検討されている。 

マニュアルの作成 

プロジェクトで作成されるマニュアルは、対象郡での経験の共有の面で重要なツールとなる。その

ため、想定されるマニュアルの利用者である、ニアッサ州の他の郡の職員が十分にマニュアルを活用

できるように、シンプルな内容であることが望ましい。 

聞き取り調査によると、対象郡のスタッフは、現在どのようなマニュアルが存在しているのかを把

握しておらず、積極的にマニュアルを活用していないことが分かった。そのため、マニュアルの配布

の際には、マニュアルの活用の方法についても、併せて指導することが望ましい。 

成果 9 本プロジェクトで得られた知見が、国レベルの PRONASAR ステークホルダーと共有され

る。 

指標 指標 9-1： 国家レベルの GAS において、プロジェクトの進捗に関するプレゼンテーショ

ンが 3 回以上実施される。 

指標 9-2： 他の州から 10 人以上がプロジェクト活動を視察に訪れる。 

 

成果 8 と同じく、プロジェクトの経験や教訓を全国レベルの PRONASAR 関係者と共有するための

活動はプロジェクトの後半で実施される予定である。中間レビュー時点で、他の州からの 9 名の職員

がプロジェクト視察に訪れているため、成果 9 の指標は部分的に達成されているが、全国レベルへの

知見の共有のためには、より積極的に活動を展開していくことが重要である。 

- 指標 9-1：国家レベルの GAS における、プロジェクトの進捗に関するプレゼンテーションは、

2015 年に実施される予定である。 

- 指標 9-2：他の州から 9 名の職員が、ニアッサ州のプロジェクトサイトを視察に訪れた。 

DNA をはじめとした中央レベルの関係者は、プロジェクトの持続性の観点から情報共有の重要性を

理解している。本プロジェクトで着実に成果を上げている州 GAS の再活性化や、カウンターパート職

員に対する能力強化の手法は、他州にとっても有効に活用できる事例であるため、より積極的な中央

レベルへの経験の共有が望まれている。成果 9 にかかる活動はプロジェクトの後半において、プロジ

ェクトの優良事例の普及という側面から非常に重要な活動となる。現時点で計画している活動が十分

ではない場合には、日本人専門家の首都マプトでの活動を追加するなど、柔軟に対応を検討すること

が望まれる。 

州 GAS のホームページ 

成果１の活動において再活性化した州 GAS は、2014 年 8 月から、情報共有のためのホームページ

を公開している。このホームページは、州内で活動する各関係機関にとって、豊富な情報源となって

おり、さらには、中央レベルの PRONASR 関係者にとっては、ニアッサ州におけるノウハウや教訓を

確認するためのツールとなっている。州 GAS のホームページをより効果的に活用するために、定期的
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な情報の更新を行う必要がある。 

２－４ プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標 対象郡における給水・衛生状況が改善される。 

指標 指標 1： 対象郡における水因性疾患の発生数が 10%減少する。 

指標 2： 対象郡において給水施設へアクセスできる受益者が 33,600 人増加す

る。 

 

指標 1：プロジェクト目標の指標は達成される見込みである。既述のとおり、各活動と成果の達成

状況は中間レビューの時点で、十分なレベルに達している。 

対象コミュニティの多くの住民は、安全な水へのアクセスが困難な状況にあり、このことが、高い

水因性疾患の罹患率につながっている。プロジェクトでは給水施設、衛生施設の建設を計画しており、

これらの施設の利用により安全な水へのアクセス人口が増え、衛生状況が改善されることが期待され

る。また、施設を利用した衛生教育、啓発活動ならびに関係各機関への実践的な能力強化を行うこと

により、プロジェクトによる十分な効果の発現が期待される。プロジェクトの後半で、住民や郡の各

関係者を巻き込みながら、計画通りに活動が実施されれば、水因性疾患の発生数が低減されることが

見込まれる。 

表 ２－２ 対象郡における水因性疾患の罹患率 

季節 病名 大人 子供 幼児 

雨季 下痢 34.1% 32.4% 40.2% 

 コレラ 1.4% 1.1% 1.6% 

 マラリア 20.6% 17.1% 21.9% 

乾季 下痢 9.0% 9.2% 13.2% 

 コレラ 1.3% 0.9% 1.4% 

 マラリア 27.7% 24.4% 30.3% 

出所：本プロジェクトによるベースライン調査/2013 年 

 

PDM の「プロジェクト目標」の指標については、ベースライン調査と同様のデータをエンドライン

調査で収集し、変化を比較する。エンドライン調査では、ベースライン調査と同じ村落で、同じ方法

で調査を実施する。水因性疾患の発病には、衛生的な水の利用や衛生習慣・環境の改善だけでなく、

各々の免疫力などが影響するために、ベースライン調査と同じ世帯へのインタビューが実施できるこ

とが理想ではあるものの、調査のための時間や投入などの制約範囲を考慮して、現実的な方法で実施

する。また、プロジェクトの成果を確認するために、州保健局のデータを活用する。 

指標 2：プロジェクトの目標の指標 2 は、プロジェクト終了時点で達成される見込みである。給水

施設へアクセスできる受益者の数は、一つの給水施設に対して 300 名として計算されている。2014 年

11 月 25 日の時点で計画している 50 カ所の給水施設のうち、36 カ所の建設が完了しており、残りの

14 カ所についても順次完了する予定である。また、未使用となっている給水施設の補修工事もプロジ

ェクトの後半で計画されており、これらの建設、補修が計画通りに完了すれば、プロジェクト目標の

指標は達成される。ただし、新規に建設した給水施設が、適切に運営維持管理をされていなければ、
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必ずしもこれらの指標と成果は結び付かないため、継続的に運営維持管理の啓発活動を実施していく

必要がある。 

２－５ 上位目標達成の見込み 

上位目標 ニアッサ州における給水・衛生状況が改善される。 

指標 指標 1：ニアッサ州における水因性疾患の発生数が 5%減少する。 

指標 2：ニアッサ州において給水施設へアクセスできる人口の割合が 2%増加

する。 

 

中間時点で上位目標の達成見込みを判断するのは困難である。上位目標の達成の為には、成果 1、

成果 8、成果 9 にかかる活動が重要となってくるが、プロジェクトの後半において、プロジェクトに

よって得られた知見を、どのように他の地域へ普及させていくかを検討する必要がある。そのために

は、州 GAS、全国 GAS を通じた議論や経験の共有、州 GAS のホームページを通じた情報の共有、マ

ニュアルの配布が、上位目標達成の為の鍵になると考えられる。また、必要に応じて、日本人専門家

の首都マプトでの活動の追加についても検討を行う。 

２－６ プロジェクト実施のプロセス 

プロジェクトでは、合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC）と州運営委員会（Provincial 

Steering Committee：PSC）の 2 つのレベルの委員会が設置されている。JCC は中央レベルにおいて、

プロジェクトの運営に関してアドバイスや調整を行う委員会で年 1 回開催される。PSC は州レベルで

技術的なアドバイスやプロジェクト実施面での調整を行う機関で半年に 1 回開催される。上記の 2 つ

のレベルの委員会に加え、PRONASAR の方針に基づいた州レベルの GAS が設置されている。州 GAS

の定期会合は月に 1 回開催され、給水・衛生分野の課題について協議を行う。これらの体制を整備し

たことによってプロジェクトの運営が円滑に進捗しているものと考えられる。 

２－７ 貢献要因と阻害要因 

プロジェクトの責任機関である DNA はマプト市に事務所があり、プロジェクトの活動地のあるニ

アッサ州と距離的に離れているため、プロジェクトチームと責任機関の担当者が直接会って話す機会

が限られ、意思決定などに時間を要する時がある。一方で、プロジェクト事務所がニアッサ州リシン

ガ市内の DPOPH/DAS の事務所内に設置されており、ニアッサ州におけるプロジェクト内のコミュニ

ケーションは特段問題なく行われている。 
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第３章 5項目評価 

３－１ 妥当性：高い 

必要性 

モザンビークは、ミレニアム開発目標の達成に向け、2015 年までに村落部における安全な水へのア

クセス率を 70%、衛生施設へのアクセス率を 50%とすることを目標としている。本プロジェクトは、

PRONASAR の基本原則に基づいた事業の実施体制・実施能力強化のための支援を目的としており、

相手国のニーズに合致している。 

ベースライン調査（2013 年 7～11 月に実施）によれば、対象地域での安全な水へのアクセス率は 41%

となっており、また既存施設の稼働率は 61%に留まっている。給水・衛生に関する一番の問題は、水

因性疾患とそれに伴う高い死亡率であり、給水・衛生改善のニーズは非常に高いと言える。 

優先度 

我が国のモザンビーク国援助方針において重要視されているナカラ回廊開発支援の一環として、地

方給水を始めとした社会サービスを充実させていく事は、人間の安全保障の確保に加え、回廊全体の

経済発展、貧困削減のために重要であり、日本の援助政策とも整合性がある。 

手段としての適切性 

迅速評価、詳細調査の 2 段階のベースライン調査結果に基づき、プロジェクトが展開されており、

また、州 GAS や全国 GAS を通じて、プロジェクトの進捗などが共有されていることから、プロジェ

クトのアプローチは適切であると考えられる。 

３－２ 有効性：高い 

プロジェクト目標の達成度 

これまでのところ、プロジェクトの活動は計画通りに実施されており、各成果の達成度合いも十分

なレベルに達している。プロジェクト後半でもすべての活動が計画通りに実施され、カウンターパー

ト機関の積極的な関与と十分な予算の確保が継続されれば、プロジェクト目標の指標は達成される見

込みである。 

因果関係 

成果 1 から 7 が、プロジェクト目標達成に寄与し、成果 8 から成果 9 を加えた 9 つの成果が上位目

標達成に繋がる。また、成果 8 から成果 9 も間接的にプロジェクト目標の達成に寄与する為、活動の

成果がプロジェクト目標達成につながるという理論に問題はない。 

プロジェクト目標達成の阻害・貢献要因 

以下の事項がプロジェクト目標達成の為の要因として挙げられる。 

- 技術移転を行ったカウンターパート職員の人事異動が頻繁に起こらない。 

- ニアッサ州内で活動するドナーや NGO などの関係機関の間で、課題解決のための統一した体制

が整備される。 

- モザンビーク側がプロジェクト活動を継続するための十分な予算の確保を継続する。 
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３－３ 効率性：やや高い 

成果の達成度 

各成果を達成するための活動は十分に実施されており、中間レビュー時点で、各成果の達成度合い

は計画どおりである。 

投入の適正度 

日本人専門家の派遣人数、専門分野、派遣時期、期間は適正であった。また、車輛 3 台、バイク 8

台、GPS、GIS ソフトウェア、コンピューター、プロジェクトオフィス用発電機、デジタルカメラ、

地下水解析ソフトウェア、スペアパーツ店用初期在庫の供与を行った。これらの投入はプロジェクト

の活動に十分活用され、質・量ともに適切だったとプロジェクト関係者は認識している。特に、車両

やコンピューターは、研修を通じて向上した現地職員の能力を、日常業務の中で活用するために十分

に利用されている。 

第三国研修（ブラジル） 

ニアッサ州と気候、社会条件の類似したブラジルにおいて、給水・衛生施設の管理の他国での事例

を視察し、業務改善の知見を得るために実施された。参加者は州 DAS から 3 名、SDPI から 4 名の

合計 7 名である。調整・連携は特に支障もなく、予定どおり行われた。研修内容、講義内容は期待以

上のものであり、結果として、受講者には新たな経験値がもたらされた。 

コスト 

プロジェクトの進捗は順調に推移しており、日本側、モザンビーク側ともに現地活動費は適切であ

ると考えられる。 

プロジェクトの実施プロセスの効率性に影響を与えている要因 

PRONASAR の方針として可能な範囲で州内の企業を採用する事を促進しているが、一部の企業は

能力が限られており、活動に若干の遅延が生じたケースがあった。これらは、プロジェクトチームの

きめ細かい指導により改善されているものの、専門家に過度の負担がかかる場合もあった。 

３－４ インパクト（見込み）：やや高い 

中間レビューの時点では、プロジェクトのインパクトを評価することは次期尚早である。しかしな

がら、以下のような影響が確認されている。 

給水施設、衛生施設の建設 

対象コミュニティでの給水施設の建設と小学校の手洗い付トイレの建設は、対象郡の給水・衛生の

状況を直接的な改善に寄与することに加え、PEC 活動を通じた啓発活動による施設へのオーナシップ

意識の向上が確認された。 

供与機材と研修 

対象郡の SDPI に対する、モーターバイクやコンピューターなどの機材供与は、郡内遠隔地でのモ

ニタリング、コンピューターを利用した報告書の作成などの業務の効率化につながっている。また、

能力強化のための研修で学んだことを、実践の場で活用する環境を提供することで、有効な能力強化

の実施が実現した。聞き取り調査を通じて、職員の能力が以前よりも向上していることが確認されて
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いる。 

統一した体制構築のための取り組み 

州 GAS の再活性化は州内で活動する各関係機関の間での情報共有、援助共著を円滑に進めるために、

大いに役立っている。スペアパーツの供給体制の構築、モニタリング体制の整備など、州内で統一し

た体制を採用するための取り組みは、2015 年以降の次期 PRONASAR において、州の経験を中央レベ

ルで普及させるための優良事例の一つとなりうるものである。これらの優良事例を、州 GAS のホーム

ページを活用した情報発信と全国 GAS での経験の共有を通じて、全国へ普及させていくことができれ

ば、プロジェクトのインパクトは高くなると考えられる。 

３－５ 持続性：中程度 

政策・制度面 

PRONASAR の目的は、モザンビーク国内の給水・衛生の課題を改善するための普遍的なものであ

るため、PRONASAR は 2015 年以降も継続される見込みである。次期 PRONASAR の目標は、次期

MDGs によるところが大きいため、正式な数値目標などは現時点で発表されていない。 

組織面 

マンディンバ郡では 2014 年 6 月に SDPI 課長が郡長指示により州 DPOPH に異動し、現在は代理

として 人事課長が兼務している。SDPI の課長は、技術移転の対象として重要なポジションであるこ

とに加え、本プロジェクトの能力研修の対象となるカウンターパートの職員数が比較的少ないことか

ら、職員の異動は移転した技術の損失に直結してしまう。郡の課長職は州政府から任命される一方で、

SDPI の技術者レベルの職員は、郡の直接雇用となっているため異動の可能性は低い。プロジェクトの

後半では、技術移転の持続性を考慮し、技術者レベルの職員の能力強化を強化していく方針である。 

一方、CFPAS を通じたオーダーメイドの研修の提供は、これまでのところ大きな成果を上げている

と考えられる。そのため、プロジェクト終了後にも、DPOPH/DAS 及び SDPI が同様の研修を継続する

ための予算を確保することが、技術や知識を保持していくうえで重要である。プロジェクトの後半で

は、職員の研修計画を含んだ年間計画の策定を進めることで、持続性を確保していくことが可能とな

ると考えられる。 

技術面 

地域内で統一した体制を構築することが、持続性の確保につながる。例えば、スペアパーツの供給

体制の構築において、これまでは各ドナーが、対象となる地域内のみで独自に支援を行い、プロジェ

クトの撤退によって予算面での支援が途切れるとともに、整備した体制が機能しなくなることが殆ど

であった。同じことは、モニタリング体制の構築についても言える。プロジェクトでは、州 GAS を通

じて州内での統一したスペアパーツ供給体制、モニタリグにかかる体制づくりを推進しており、これ

らが州内で標準化されれば、プロジェクト終了後にも、体制が継続される可能性が高くなる。 

また、PEC 活動にかかる能力強化については研修の受講者を選定するにあたり、州内の多くの関係

者を巻き込んで実施することにより、知識やスキルの地域への定着を目指している。PEC コンサルタ

ントへの研修に加え、コンサルタントの活動を監督する立場にある、SDPI 職員ならびにコミュニティ

内から選定した PEC 活動員の能力強化は、プロジェクト終了後にも、継続的に質の高い PEC 活動を
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実施するうえで不可欠となる。さらには、プロジェクト対象郡の団体のみでなく、他郡でも活動して

いるコンサルタント、NGO やアソシエーションなども対象とし、地域の文化や諸事情に精通した団体

の能力強化を行うことにより、プロジェクト終了後にも持続的に PEC 活動が実施されることが期待さ

れる。 

財政面 

州政府予算は財務省により決定され、州政府が各セクターへの予算配賦を行う。郡の予算計画が不

十分であるために、必要な水源開発などが実施できないケースがあるが、そのような場合には、DNA

の予算や、FDI と呼ばれる地域の基金から不足分が補われる。プロジェクトでは、郡政府が適切な予

算計画を策定し、郡内の活動を行うために必要な予算請求が可能となるように、さらなる能力強化を

実施していく方針である。 

また、既述のとおり、能力強化の成果を継続的に給水・衛生セクターの課題改善に活用していく上

で、プロジェクト終了後にも州および郡が、職員に対する研修を引き続き実施していくことが重要に

なる。そのため、予算計画の策定に当たっては、能力強化のための十分な予算を確保できるように指

導することが、プロジェクトの持続性の向上につながるものと考えられる。  

３－６ 結論 

プロジェクトの前半では、モザンビーク政府による PRONASAR への積極的な関与に加え、ニアッ

サ州 DPOPH とプロジェクトチーム間の良好な連携体制により重大な遅延もなく順調に進んでいる。

プロジェクトは、対象郡における給水・衛生の状況を改善する（プロジェクト目標）ための正しい軌

道に乗っているとはいえ、スペアパーツ供給体制の統一された体制の確立、郡とコミュニティに対す

る継続的な技術支援、および実行可能なモニタリングシステムの構築に取り組む必要がある。 

評価 5 項目の観点からプロジェクトを評価すると、プロジェクトの妥当性は高いと判断される。給

水・衛生にかかる状況の改善は、モザンビーク政府の優先項目の一つであり、PRONASAR の方針に

基づいたローカル資源の活用は国家戦略に沿ったものである。同様に、有効性についても高いと評価

される。中間レビュー時点での 9 つの成果の達成状況から、プロジェクト終了時点でプロジェクト目

標が達成されることが見込まれる。また、活動の実施に必要な投入はおおむね計画通りであり、成果

を算出するために十分であることから、プロジェクトの効率性についてはやや高いと判断される。一

方、ニアッサ州における水供給と衛生の状況を改善する（上位目標、見込みを判断する為のデータが

揃っていないため、中間レビューの時点でプロジェクトのインパクトを評価することは、時期尚早で

ある。持続性については、中程度であると評価される。カウンターパート職員の人事異動や郡レベル

での予算不足は、組織面、技術面において持続性を阻害する要因となる。また、州で統一したスペア

パーツの供給体制、モニタリング体制が確立していないことが、プロジェクトの持続性を考慮した際

の一つの課題である。プロジェクトのさらなる改善のために、中期レビューチームは「３－８ 提言」

に示すとおり、提言をまとめた。 
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３－７ 教訓 

専門機関を通じた研修の提供 

プロジェクトではワークショップの開催や個別の面談を通じて、DPOPH/DAS 及び SDPI 職員の能力

強化のニーズの見極めを行った結果、施設建設の際の施工管理能力やコンピューター操作能力、計画、

モニタリングといった面で能力強化の必要性を確認している。このような分析に基づき、状況に合わ

せた研修を、豊富な研修コースを提供する CFPAS に委託し実施したことは、効率的な能力強化の手法

でると考えられる。 

ローカル資源の活用 

カウンターパート職員のみではなく、対象郡のローカル資源を巻き込んだ能力強化は、持続性の観

点から有効であると考えられる。例えば PEC コンサルタントへの研修時には、コンサルタントの活動

を監督する立場にある SDPI 職員ならびにコミュニティ内から選定した PEC 活動員の能力強化を行っ

た。また施設の建設においては、一定の基準を満たした郡内の企業を採用し、実施過程できめ細かい

指導をすることにより、地元企業の能力強化も推進している。これらの取り組みにより郡の給水・衛

生にかかる能力の底上げにつながり、持続性の向上が期待される。 

州 GAS の再活性化 

これまで、ニアッサ州においては、給水、衛生に取り組む関係機関の調整不足が一つの課題として

挙げられていた。プロジェクトを通して実行された州 GAS の再活性化は、地方政府、ドナー、NGO

の連携体制の改善に大きく貢献しており、定期的に開催されている州 GAS の定期会合は、情報共有の

ための重要な機会となっている。 

３－８ 提言 

人事異動を考慮した技術移転 

すべての技術支援プロジェクトの中で最も重要なインプットの一つは人材である。適切な引継ぎを

伴わない人的資源の頻繁な変更は、移転された技術の一部または多くの消失につながる可能性がある。

そのため、モザンビーク政府は頻繁な人事異動を発生させないよう配慮し、人事異動が発生する際に

は十分な引継ぎを実施する必要がある。 

スペアパーツ供給体制の確立 

対象郡における、給水施設の持続的な運営維持管理のためには、スペアパーツ供給体制の確立が必

要不可欠である。DPOPH 及びプロジェクトを含むすべての協力パートナーは、スペアパーツ供給体制

の確立のために、積極的に開発プロセスに関与することが求められる。 

モニタリングシステムの標準化 

標準化されたモニタリングシステムの普及は、プロジェクトの成果達成のみならず、DNA の業務全

体において極めて重要である。州、郡、コミュニティの各レベルにおける円滑な業務の実施のために、

給水、衛生にかかる国家情報システムである SINAS の早期の運用を確定し、PRONASAR を通じてす

べての関係機関が統一したモニタリング手法を採用することが期待される。関係機関内の活発な相互

作用を介して、より実効性のあるモニタリング体制を構築し、郡、コミュニティレベルの関係者の負

担を軽減するためには、適切なモニタリングの実施に基づいた情報共有とモニタリングフォーマット
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改善のための努力をしていく必要がある。 

プロジェクト·デザイン·マトリックス（PDM）の改訂 

DNA と日本人専門家との議論に基づき、PDM の構造と内容の一部を改定することを提案した。両

者は PDM 改定のための議論を継続し、次回の PSC での承認を目指すことで合意した。 

プロジェクトの経験と教訓の共有 

PRONASAR の目標を達成するために、プロジェクトの経験や教訓が全国 GAS において共有され、

モザンビークにおける村落給水の改善に貢献することが期待される。 
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プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）  
 

プロジェクト名 ：モザンビーク国ニアッサ州持続的地方給水・衛生改善プロジェクト 

対象地域 ：モザンビーク国ニアッサ州 Majune 郡、Muembe 郡、Mavago 郡、Mandimba 郡 

ターゲット・グループ ：ニアッサ州公共事業住宅局（DPOPH）及び郡計画・基盤整備課（SDPI）職員 

 期間： 2012 年 12 月－2017 年 2 月 

Ver.  2 

作成日： 2014 年 7 月 

プロジェクトの要約 指標 入手手段 外部条件 

上位目標 

ニアッサ州における給水・衛生状況が改善される。 

 

1 ニアッサ州における水因性疾患の罹患率が 5%減少する。 

2 ニアッサ州において給水施設へアクセスできる人口の割合が 2%増加する。 

 

■ニアッサ州保健局データ 

■ニアッサ州水衛生部データ 

 

プロジェクト目標 

対象郡における給水・衛生状況が改善される。 

 

1 対象郡における水因性疾患の罹患率が 10%減少する。 

2 対象郡において給水施設へアクセスできる受益者が 33,600 人増加する。 

 

■プロジェクト業務完了報告書 

■プロジェクト業務完了報告書 

■ニアッサ州で水・衛生分野の介

入ができるのに十分な予算

（PRONASAR やその他リソースよ

り）がある。 

成果 

1 村落給水・衛生改善の関連機関から成る州の給水・衛

生作業グループ（以下「州の GAS」）が、ニアッサ州に

おいて運営され、対象郡政府の定例会で、給水・衛生

分野の議題が取り扱われる。 

2 ニアッサ州の選別されたコンサルタントの PEC 活動実

施能力が強化される。 

3 対象郡の給水・衛生の現状が把握される。 

 

4 対象郡において新しい給水施設が建設される。 

5 対象郡において給水施設の維持管理体制が強化され

る。 

 

 

6 対象郡において住民の衛生行動が改善される。 

 

 

 

7 州および対象郡の給水・衛生改善活動の計画・実施管

理・モニタリング評価能力が強化される。 

 

 

8 対象郡における結果を踏まえ、プロジェクトの実施手法

が州の GAS を通じて他の郡に共有される。 

9  本 プ ロ ジ ェ ク ト で 得 ら れ た 知 見 が 、 国 レ ベ ル の

PRONASAR ステークホルダーと共有される。 

 

1-1 州の GAS の定期会合が 3 ヵ月ごとに行なわれる。 

1-2 郡政府の定例会で、村落給水・衛生改善に関する議題が 3 ヵ月ごとに取り扱

われる。 

2-1 15 人以上のコンサルタントが研修終了の認定証を受領する。 

 

3-1 対象郡における住民の給水・衛生状況改善意識についての報告書が作成さ

れる。 

3-2 対象郡の水理地質図が更新される。 

4-1 対象郡において給水施設が 50 ヵ所建設される。 

 

5-1 各対象コミュニティの水衛生委員会において、施設維持管理基金としてプロジ

ェクト終了までに最低 2,000Mt 貯蓄される。 

5-2 各対象コミュニティの給水施設の故障期間が 1 回当たり 14 日以下に減少す

る。 

6-1 対象コミュニティにおいて野外排泄をやめた人々の割合が、少なくとも X%にな

る。 

6-2 対象コミュニティにおいて排泄後の適切な手洗いを行なう人々の割合が、少な

くとも X %になる。 

6-3 X 以上のコミュニティが野外排泄の撲滅に至る。 

7-1 ニアッサ州および対象郡において、DPOPH 及び SDPI が年間計画を毎年策定

する。 

7-2 11 人以上の DPOPH 職員および SDPI 職員が研修終了の認定証を受領する。 

7-3 DPOPH/DASが、郡 SDPI から 3 カ月に 1度、実施監理・モニタリング・
評価に関する報告書を受領する。 

 

8-1 3 冊のマニュアルが作成され、対象郡以外の郡と共有される。 

9-1 国家レベルの GAS において、プロジェクトの進捗に関するプレゼンテーション

が 3 回以上実施される。 

9-2 他の州から 10 人以上がプロジェクト活動を視察に訪れる。 

 

1-1 会議議事録 

1-2 会議議事録 

 

2-1 CFPAS 報告書 

 

3-1 プロジェクト業務進捗報告書 

 

3-2 水理地質図 

4-1 プロジェクト業務進捗報告書 

 

5-1 プロジェクト業務進捗報告書／中間報告

書 

5-2 プロジェクト業務進捗報告書／中間報告

書 

6-1 プロジェクト業務進捗報告書／中間報告

書 

6-2 同上 

6-3 同上 

 

7-1 プロジェクト業務進捗報告書 

 

7-2 CFPAS 報告書 

7-3 プロジェクト業務進捗報告書 

 

8-1 プロジェクト業務進捗報告書 

9-1 プロジェクト業務完了報告 

9-2 プロジェクト業務完了報告書 

 

■「モ」国カウンターパートならび

に邦人専門家が、プロジェクト

実施中プロジェクトに影響をお

ぼすようなタイミングでの交代

がない。 

 

活動 

【成果１にかかる活動】 

1-1-1 PRONASAR のオぺレーション・マニュアルに従い、州の GAS を強化する。 

1-1-2 地方政府の関係機関、主要開発パートナー、NGO が、州の GAS へ参加することを促進する。 

1-1-3 州の GAS の定期的な会合開催を促進し、プロジェクト活動の進捗を共有する。 

1-2-1 郡政府の定例会において、村落給水・衛生改善に関する議題が取り扱われるように促進する。 

1-2-2 郡政府の定例会にて 3 カ月ごとに、プロジェクト活動の進捗を共有する。 

【成果 2 にかかる活動】 

2-1  コンサルタントを選定する。 

2-2  対象郡において PEC 活動を行えるように、コンサルタントに研修を実施する。 

【成果 3 にかかる活動】 

3-1  対象郡においてベースライン調査を実施するコンサルタントの TOR を作成する。 

3-2  対象郡においてベースライン調査を実施するコンサルタントと契約する。 

3-3  対象郡において、給水施設の設置状況、井戸情報（位置、深度、地質、揚水量、水質等)、および維持管理状況を

調査する。 

3-4  対象郡において、住民の衛生行動の状況および衛生施設の利用可能状況を調査する。 

3-5  対象郡において、コンサルタント、ポンプ修理人、トイレ建設工といった人材を特定する。 

3-6  対象郡において、収集した情報をもとに既存の GIS データベースを更新する。 

3-7  対象郡における衛星画像解析を行う。 

3-8  3-6 及び 3-7 の結果をもとに対象地域の水理地質図を更新する。 

3-9  ベースライン調査の結果を踏まえ、PDM1、PO1 を作成する。 

【成果 4 にかかる活動】 

4-1  対象郡において PEC 活動を行うコンサルタントの TOR を作成する。 

4-2  対象郡において PEC 活動を行うコンサルタントと契約する。 

4-3  対象郡において、ベースライン調査の結果に基づき、給水施設の建設対象となるコミュニティを選定する。 

4-4  対象コミュニティにおいて、PEC 活動を通じて水管理委員会を設置する。 

4-5  水管理委員会と郡 SDPI との間で給水施設の維持管理に係る合意を形成する。 

4-6  入札書類の作成および建設業者の監督を行なうコンサルタントを選定し、契約する。 

4-7 コンサルタントの業務を管理、監督する。 

4-8 選定された建設業者の業務を管理、監督する。 

4-9 新設された給水施設の情報を GIS データベースに反映する。 

【成果 5 にかかる活動】 

5-1 対象郡において、ベースライン調査の結果に基づき、給水施設のリハビリおよび維持管理体制強化対象となるコミ

ュニティを選定する。 

5-2  対象コミュニティにおいて、PEC 活動を通じて故障ポンプの修理や水衛生委員会の活性化を行なう。 

5-3  対象郡において、地域の修理工の研修を実施する。 

5-4  対象郡において、スベアパーツ供給体制を確立する。 

【成果 6 にかかる活動】 

6-1  対象郡において、ベースライン調査の結果に基づき、Community led total sanitation （CLTS）を行う対象コミュニ

ティを選定する。 

6-2  対象郡において、トイレ建設工の研修を実施する。 

6-3  対象コミュニティにおいて、PEC 活動を通じて CLTS を促進する。 

6-4  対象コミュニティ近傍の学校を選定し、衛生教育を実施するとともに、手洗い施設のあるトイレを建設する。 

6-5  対象コミュニティにおいて、CLTS の進捗状況をモニタリングする。 

6-6  郡の行政官が、野外排泄撲滅に至ったコミュニティを認定する。 

6-7  対象郡において、野外排泄撲滅に至ったコミュニティを中心に、各家庭へのトイレ建設を促進する。 

【成果 7 にかかる活動】 

7-1  ニアッサ州および対象郡において、研修のニース、を把握する。 

7-2  ニアッサ州および対象郡関係者に対する計画策定・実施管理・モニタリング・評価に係る研修を実施する。 

7-3  ニアッサ州および対象郡関係者による給水・衛生改善に係る計画策定・実施管理・モニタリング・評価の実施に

対し助言・指導を行う。 

【成果 8 にかかる活動】 

8-1  アウトプット 4～6 に係る活動で得た知見をもとに、給水・衛生改善活動を実施する際の課題や留意点を整理す

る。 

8-2  州の GAS を通じて、整理した留意点を対象郡以外の郡および他のステークホルダーと共有する。 

8-3  州の GAS において、収集した知見をもとに、適切な給水・衛生活動に係るマニュアルを作成する。 

8-4  対象郡以外の郡および他のステークホルダーから、マニュアルに関して技術および管理上の助言を得る。 

【成果 9 にかかる活動】 

9-1  GAS のウェブサイトにおけるプロジェクト情報を更新する。 

9-2  国の GAS ミーテイングに参加し、プロジェクトの進捗を定期的に報告する。 

9-3  国の GAS の参加者から、技術および管理上の助言を得る。 

投入 

■人材： 

総括／村落給水・衛生、設計施工管理、給水施設維持管理、衛生

啓発、人材育成／組織能力強化、物理探査、衛星画像解析 

 

■機材供与： 

車両 3 台、バイク 8 台、GPS、GIS ソフトウェア、コンピューター、プロ

ジェクトオフィス用発電機、デジタルカメラ、地下水解析ソフトウェア、

スペアパーツ店用初期在庫 

 

■本邦／第三国研修 

 

 

【モザンビーク国側】 

■人材：カウンターパートの配置 

 

■資機材 

 

■事務所スペース 

 

■資金： 

－政府役員への給与および他日当 

－電気、水、ガス燃料等公共料金 

 

 

 

 

 

 

 

前提条件 

 

■十分な能力のある信頼のおけ

る井戸掘さく業者が給水施設

建設の入札に参加する。 
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別添-２ 

モザンビーク国 持続的村落給水・衛生改善プロジェクト中間レビュー 評価グリッド 

実績の検証 

評価項目 
評価設問 

判断基準・方法 必要なデータ 情報源 入手手段 評価結果 
大項目 小項目 

上位目標達成見

込み 

ニアッサ州における給水・衛

生状況が改善される。 

指標 1「ニアッサ州における水因

性疾患の発生数が 5％減少する」

は達成される見込みか。 

指標の達成見込み ニアッサ州における水因

性疾患の症例数 

州保健局データ 文献調査 

 

データ入手手段は「ニアッサ州保健局」となり、公共医療機関を受診した人のみが対象と

なる為、人口比ではなく、絶対数とする方が望ましい。今後の PSC および JCC でこれらの

変更について協議する。 

 

  指標 2「ニアッサ州において給水

施設へアクセスできる人口の割

合が 2％増加する」は達成される

見込みか。 

指標の達成見込み ニアッサ州における給水

施設へのアクセスできる

受益者の数 

州水衛生部データ モザンビーク国における、既存の給水・衛生施設の状況把握や効率的な計画策定などに必

要な情報を提供するためのデータベースである National Information System for Water 

and Sanitation(SINAS)の確定により、信頼性の高いデータ入手と定期的な達成状況のモ

ニタリングの実施が見込まれる。 

プロジェクト 

目標達成度 

対象郡における給水・衛生状

況が改善される。 

指標 1「対象郡における水因性疾

患の発生数が 10％減少する」は達

成される見込みか。 

指標の達成見込み 対象郡における水因性疾

患の症例数 

ベースライン調査 

エンドライン調査 

州保健局データ 

文献調査 

 

PDM の「プロジェクト目標」の指標については、ベースライン調査と同様のデータをエン

ドライン調査で収集し、変化を比較する。エンドライン調査では、ベースライン調査と同

じ村落で、同じ方法で調査を実施する。水因性疾患の発病には、衛生的な水の利用や衛生

習慣・環境の改善だけでなく、各々の免疫力などが影響するために、ベースライン調査と

同じ世帯へのインタビューが実施できることが理想ではあるものの、調査のための時間や

投入などの制約範囲を考慮して、現実的な方法で実施する。 

上位目標と同じく、今後の PSC および JCC でこれらの変更について協議する。 

ベースライン調査時の水因性疾患の発生率は下表のとおり。 

対象 4 郡の水因性疾患の発生率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  成人 子供 乳幼児 

雨季 下痢症 34.1％ 32.4％ 40.2％ 

 コレラ 1.4％ 1.1％ 1.6％ 

 マラリア 20.6％ 17.1 21.9％ 

乾期 下痢症 9.0％ 9.2％ 13.2％ 

 コレラ 1.3％ 0.9％ 1.4％ 

 マラリア 27.7％ 24.4％ 30.3％ 

指標 2「対象郡において給水施設

へアクセスできる受益者が

33,600 人増加する」は達成される

見込みか。 

指標の達成見込み 対象郡における給水施設

へアクセスできる受益者

の数 

ベースライン調査 

エンドライン調査 

郡保健局データ 

給水施設の新設 32 か所、補修を行った施設 80 か所の合計 112 か所の利用者数の合計が受

益者数となる。給水施設一か所につき 300 人の利用者数となり、112×300=33,600 名とな

る。計画通りに施設の建設、補修が行われれば、指標は達成される。 

成果の達成度 

  

成果 1：村落給水・衛生改善

の関連機関から成る州の給

水・衛生作業グループ（以下

「州の GAS」）が、ニアッサ

州において運営され、対象郡

政府の定例会で、給水・衛生

分野の議題が取り扱われる。 

指標 1-1「州の GAS の定期会合及

び郡のフォーラムが３か月ごと

に行われる」は達成される見込み

か。 

指標の達成状況、見込み 州の GAS の定期会合及び

郡のフォーラムの開催実

績 

プロジェクト報告書 

活動報告書、CFAPS 報告書 

日本人専門家及びモザン

ビーク側プロジェクトマ

ネージャーへの質問票調

査及びインタビュー結果 

文献調査 

インタビュ

ー 

質問票調査 

現時点まで、指標は達成されている。第一年次に州 GAS の再活性化が推進されており、2013

年 4 月～現在まで、月に一度、合計 17 回が開催されている。 

  指標 1-2「郡政府の定例会で落給

水・衛生改善に関する議題が 3 か

月ごとに取り扱われている」は達

成される見込みか。 

指標の達成状況、見込み 郡政府の定例会の議題   本プロジェクトの進捗状況の共有が、ムエンベ郡において実施された。今後他郡において

も実施する計画がある。ただし、2 群において、所定の議題が最近取り扱われていない事

から、各 SDPI カウンターパートを通じて、議題として取り扱うように、州カウンターパ

ートと共にモニタリングの実施を徹底させる計画がある。 

 成果 2：ニアッサ州の選別さ

れたコンサルタントの PEC

活動実施能力が強化される。 

指標 2-1「15 人以上のコンサルタ

ントが研修終了の認定証を受領

する」は達成される見込みか。 

指標の達成状況、見込み コンサルタントの研修参

加、修了の実績 

  指標は達成されている。2013 年 5 月 13 日～5 月 24 日までの 10 日間、2013年 12月 16 日

～12 月 21 日の 6 日間で、2 回のゾーン PEC研修が実施された。この研修の主目的は、コ

ンサルティング企業の能力強化であるが、下請けとして活用できる NGO やアソシエーショ

ン、州、郡の水・衛生担当者からも幅広く出席者を募った。第一回目の研修では 44 名、

第二回の研修では 39 名が参加した。 

 成果 3：対象郡の給水・衛生

の現状が把握される。 

指標 3-1「対象郡における住民の

給水・衛生状況改善意識について

の報告書」が作成されているか 

指標の達成状況、見込み 対象郡における住民の給

水・衛生状況改善意識に

ついての報告書の作成状

況 

  指標は達成される見込みである。ベースライン調査が実施され、住民の給水・衛生に関す

る状況が把握された。今後も順次データベースの更新が行われ、情報の最新化が継続され

る予定である。また、PO,PDM についても、ベースライン調査結果を用いて、更新が行わ

れている。2015 年に中間調査、2016 年にエンドライン調査を実施する予定である。信頼

性のあるデータ入手が出来る現地コンサルタントの選定が不可欠である。 
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 指標 3-2「対象郡の水理地質図」

は更新されているか。 

指標の達成状況、見込み 対象郡の水理地質図   指標は達成されている。C/P 職員が、プロジェクト終了後も、GIS を使ったデータの図示

化を報告書で活用する知識を習得するために、研修が実施された。水理地質図の更新も行

われており、指標は達成されている。ただし、日常的に GIS の操作行う環境にないと、技

能の低下は避けられないと思われる。DAS の他、各 SDPI においても GIS に触れられる環

境を整備できれば、技量の低下の軽減が期待できるため、環境整備についても検討する必

要があると思われる。 

 

 成果 4：対象郡において新し

い給水施設が建設される。 

指標 4-1 「対象郡において給水

施設が 50 か所以上建設される」

は達成される見込みか 

指標の達成状況、見込み 給水施設の建設の進捗状

況 

  PEC コンサタントの選定が完了し、コンサルタントにより対象コミュニティでの案件説明

を実施した。給水施設の建設数が 32 か所から 50 か所に変更（追加された 18 か所は学校

用の給水施設）となったが、活動は計画通りに実施されている。掘削業者の入札を 2014

年 7 月に実施。マヴァゴ郡、マジュネ郡では地下水のポテンシャルが低いため、1 対象コ

ミュニティにおいて、不成功井が 2 本続いた場合には、代替コミュニティで掘削を行う計

画である。 

 成果 5：対象郡において給水

施設の維持管理体制が強化

される。 

指標 5-1「各対象コミュニティの

水衛生委員会において、施設維持

管理基金としてプロジェクト終

了までに最低 2,000Mt 貯蓄され

る」は達成される見込みか。 

指標の達成状況、見込み 各対象コミュニティの水

衛生委員会における施設

維持管理基金の貯蓄状況 

  中間時点で指標の達成度を判断する事は時期尚早である。PEC 活動を実施中。住民の支払

い意思の啓発を積極的に行う必要がある。また、PEC 活動員が継続的に活動に従事できる

ように現地コンサルタントのフォローやモニタリングを管理する計画である 

 

  指標 5-2「各対象コミュニティの

給水施設の故障が 1 回あたり 14

日以下に減少する」は達成される

見込みか。 

指標の達成状況、見込み 各対象コミュニティの給

水施設の故障に対する修

理記録 

  スペアパーツが住民により近い場所で販売されている事が、継続的にハンドポンプの修理

行う上で最も重要である。現在はリシンガ市でのみ販売されており、入手が困難な状態に

ある。スペアパーツの流通網の整備に加え、PEC 活動員の研修については、持続性を考慮

し、本技プロのみならず、ニアッサ州で活動する全ステークホルダーが合意した体制を作

る必要がある。実施機関を含め、州 GAS を通じて協議を進めて行く。 

 

 成果 6：対象郡において住民

の衛生行動が改善される。 

指標 6-1「対象コミュニティにお

いて野外排泄をしていたがやめ

た人々の割合が、少なくとも 50％

以上になる」は達成される見込み

か。 

指標の達成状況、見込み 対象郡における野外排泄

をやめた人々の割合 

  対象 4 郡での PEC 活動が開始。対象コミュニティで啓発などを担う PEC 活動員の研修など

が終了、トイレ建設工の研修は 10 月に実施。2 年次から 4 年次にかけて、野外排泄撲滅

に至った村の認定を行う。 

 

  指標 6-2「対象コミュニティにお

いて排泄後の適切な手洗いを行

う人々の割合が、少なくとも 50％

以上になる」は達成される見込み

か。 

指標の達成状況、見込み 対象郡における排泄後の

適切な手洗いを行う人々

の割合 

  対象 4 郡での PEC 活動が開始。対象コミュニティで啓発などを担う PEC 活動員の研修など

が終了、トイレ建設工の研修は 10 月に実施。2 年次から 4 年次にかけて、野外排泄撲滅

に至った村の認定を行う。 

  指標 6-3「60 以上のコミュニティ

が野外排泄の撲滅に至る」は達成

される見込みか。 

指標の達成状況、見込み 野外排泄の撲滅したコミ

ュニティの数 

  対象 4 郡での PEC 活動が開始。対象コミュニティで啓発などを担う PEC 活動員の研修など

が終了、トイレ建設工の研修は 10 月に実施。2 年次から 4 年次にかけて、野外排泄撲滅

に至った村の認定を行う。野外排泄認定がスムーズに実施されるように、認定検査の申請

を行う。 

 成果 7：州および対象郡の給

水・衛生改善活動の計画・実

施管理・モニタリング評価能

力が強化される。 

指標 7-1ニアッサ州及び対象郡に

おいて、DPOPH 及び SDPI が年間計

画を毎年策定しているか。 

指標の達成状況、見込み ニアッサ州及び対象郡に

おける DPOPH及び SDPIの

年間計画 

  指標は達成される見込みである。ニアッサ州・対象郡に対する計画策定・実施管理・モニ

タリング・評価などの研修実施予定。同州・対象郡による上記活動に対し、助言・指導な

どを行う計画。中間時点で、州及び郡の年間計画の初稿が完成している。 

  指標 7-2 11 人の DPOPH 職員、ま

たは SDPI 職員が研修修了証を受

領したか。 

指標の達成状況、見込み 研修修了証を受領した

DPOPH 職員、または SDPI

職員の数 

  ID/OS、PDM 研修が実施された。また郡スタッフの文書作成やプレゼン能力など基礎的な

能力を強化中。また、水・衛生関連活動の計画・実施監理・モニタリング能力の強化を継

続。 

 

  指標 7-3 DPOPH/DAS が、郡 SDPI

から 3 か月に一度、実施監理・モ

ニタリング・評価に関する報告書

を受領する。 

指標の達成状況、見込み 郡 SDPI報告書の受領状況   DNA により SINAS のオペレーション・マニュアルが作成され、2014 年 7 月に全郡 SDPI 

担当者を対象としたデータ入力や運用などに関わるワークショップが開催された。DNA 指

定のフォーマットが運用されるように、本技プロでもフォローを行っている。 

 成果 8：対象郡における結果

を踏まえ、プロジェクトの実

施手法が州の GAS を通じて

他の郡に共有される。 

指標 8-1 3 冊のマニュアルが作

成され、対象郡以外の郡に配布さ

れたか。 

指標の達成状況、見込み プロジェクトにて作成さ

れ、対象郡以外の郡に配

布されたかマニュアルの

数 

  活性化された州 GAS を通じて、ドナーや一部の郡と共有を開始した。また、2 年次からは

州 GAS のホームページを開設し、情報共有を更に促進する。 

既存のマニュアルの確認中。活動は 2015 年 3 月から実施予定 

 成果 9：本プロジェクトで得

られた知見が、国レベルの

PRONASAR ステークホルダー

と共有される。 

指標 9-1 「国家レベルの GAS に

おいて、プロジェクトの進捗に関

するプレゼンテーションが 3回以

上実施される」は達成される見込

みか。 

指標の達成状況、見込み 国家レベルの GAS におけ

る、プロジェクトの進捗

に関するプレゼンテーシ

ョンの実施回数 

  活動は 2015 年 4 月から実施予定。 

  指標 9-2 「他の州から 10 人以上

がプロジェクト活動を視察に訪

れる」は達成される見込みか。 

指標の達成状況、見込み 他の州からプロジェクト

活動を視察に訪れた職員

の数 

  指標は達成される見込みである。2013 年 11月に、マプト州の DPOPH や郡職員合計 9 名が

ニアッサ州を訪れ、州 GAS の再活性化やゾーン PEC について視察が行われた。 
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投入の実績 

  

日本側 

1. 日本人専門家派遣   

2. 機材供与 

3. 本邦／第三国研修 

投入量、投入の質及び時期は計画

通りだったか。 

計画と実績を比較し確認す

る。 

時期、投入量、投入の質 プロジェクト報告書 

日本人専門家及びモザン

ビーク側プロジェクトマ

ネージャーへの質問票調

査及びインタビュー結果 

文献調査 

インタビュ

ー 

質問票調査 

人材：総括/村落給水・衛生、設計施工管理、給水施設維持管理、衛生啓発、人材開発/

組織能力強化、物理調査、衛星画像解析 

供与機材：車輛 3 台、微悪 8 台、GPS、GIS ソフトウェア、コンピューター、プロジェク

トオフィス用発電機、デジタルカメラ、地下水解析ソフトウェア、スペアパーツ転用初期

在庫 

本邦/第三国研修 

 モザンビーク側 

1. カウンターパートの配置 

2. 資機材 

3. 事務所スペース 

4．資金  

     人材：カウンターパートの配置 

資機材 

事務所スペース 

資金：政府役員への給与及び日当 

   電気、水、ガス燃料等公共料金 

前提条件 十分な能力のある信頼のおける

井戸掘削業者が給水施設の入札

に参加する。 

井戸掘削業者の技術評価結

果を確認する。 

入札記録 プロジェクト報告書、日

本人専門家及びモ国側 PM

のインタビュー結果 

 6 社が入札に参加し、技術評価が行われ、業者が選定された。 
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実施プロセスの検証 

評価項目 
評価設問 

判断基準・方法 必要なデータ 情報源 入手手段 評価結果 
大項目 小項目 

活動の実施 1-1-1 PRONASAR のオペレーション・マニュアルに従い、州の GAS を強

化する。  

・投入・活動は計画通りに実施さ

れているかを確認する。 

・投入・活動実

績 

・達成度、達成

時期 

プロジェクト報告書 

 

文献調査 

インタビュー 

州 GAS に関しては、第 1 年次で再活性化が達成され、中間レビュー時点で、年次計画が策

定され、実行されている。 

 1-1-2  地方政府の関係機関、主要開発パートナー、NGO が、州の GAS へ

参加することを促進する。  

・活動計画と実績とが異なる場合

は、原因を確認する。 

・活動ごとの主

担当者 

・活動相互間の

関係 

日本人専門家、モザンビーク側 PM

及び C/P への質問票調査及びインタ

ビュー結果 

質問票調査 2013 年の時点で、政府関係機関（DPOPH/DAS、州保健局、州教育局、州環境活動調整局、リ

シンガ市役所、ニアッサ州各郡 SPDI）主要開発パートナー（PROSUAS、アイルランド大使館）、

NGO（Water Aid、Concern Universal、Estamos、CCM、UCA、モザンビーク赤十字社）の合計

14 団体が州 GAS に参加している。郡関係者については、約半数が参加している。残りの郡関

係者の継続的な参加の促進を行う。 

 1-1-3  州の GAS の定期的な会合開催を促進し、プロジェクト活動の進

捗を共有する。  

    州 GAS の定期的な会合において、プロジェクト及び 2 年次の計画が発表され、共有する事

が出来た。議事録作成は参加メンバーが、持ち回りで務めている。 

 1-2-1  郡政府の定例会において、村落給水・衛生改善に関する議題が

取り扱われるように促進する。  

    マヴァゴやムエンベ郡では達成された。 引き続きマジュネ及びマンディンバ郡でも促進を

継続する。 

 1-2-2  郡政府の定例会にて 3 カ月ごとに、プロジェクト活動の進捗を

共有する。  

    2014 年 5 月にムエンベ郡の定例会議でプロジェクトの進捗を共有した。 

 2-1  コンサルタントを選定する。      ニアッサ州で PEC 活動に対応できるコンサルタントとして、以下の 2 社を選定した。 

・ASA Consultores Lda 

・N & K Consultores 

 2-2  対象郡において PEC 活動を行えるように、コンサルタントに研修

を実施する。  

    2013 年 5月 13 日～5 月 24 日までの 10 日間、2013 年 12月 16 日～12 月 21 日の 6 日間で、

2 回のゾーン PEC 研修が実施された。この研修の主目的は、コンサルティング企業の能力強

化であるが、下請けとして活用できる NGO やアソシエーション、州、郡の水・衛生担当者か

らも幅広く出席者を募った。第一回目の研修では 44 名、第二回の研修では 39 名が参加した。 

 3-1  対象郡においてベースライン調査を実施するコンサルタントの 

TOR を作成する。  

    コンサルタントの TOR が作成された。 

 3-2  対象郡においてベースライン調査を実施するコンサルタントと契

約する。  

    2013年 6月 3日に全国紙にて公示を行い、8社から応札があり、2013年 7月 26日に Prowater

社と契約に至った。 

 3-3  対象郡において、給水施設の設置状況、井戸情報（位置、深度、

地質、揚水量、水質等)、および維持管理状況を調査する。  

    2013 年 8 月より現地調査を開始し 2013年 10末月に完了した。調査では DAS 職員にも管理

業務を分担させ、再委託管理の能力向上を図った。今後の活動で収集した情報は逐次入力さ

れ、データベースが更新されていく。 

 3-4  対象郡において、住民の衛生行動の状況および衛生施設の利用可

能状況を調査する。  

    2013 年 8 月より現地調査を開始し 2013年 10末月に完了した。調査では DAS 職員にも管理

業務を分担させ、再委託管理の能力向上を図った。今後の活動で収集した情報は逐次入力さ

れ、データベースが更新されていく。 

 3-5  対象郡において、コンサルタント、ポンプ修理人、トイレ建設工

といった人材を特定する。  

    2013 年 8 月より現地調査を開始し 2013年 10末月に完了した。調査では DAS 職員にも管理

業務を分担させ、再委託管理の能力向上を図った。今後の活動で収集した情報は逐次入力さ

れ、データベースが更新されていく。 

 3-6  対象郡において、収集した情報をもとに既存の GIS データベース

を更新する。  

    既存の GIS データベースが更新された。ただし、カウンターパート郡職員の GIS の技能を

持続させるためには、継続的に GIS に触れられる環境を整備する必要がある。 

 3-7  対象郡における衛星画像解析を行う。      対象群における衛星画像解析が行われた。 

 3-8  3-6 及び 3-7 の結果をもとに対象地域の水理地質図を更新する。      対象地域の水理地質図が更新された。 

 3-9  ベースライン調査の結果を踏まえ、PDM1、PO1 を作成する。  

 

    ベースライン調査の結果に基づき、PDM,PO 改訂版が作成された。 

 4-1  対象郡において PEC 活動を行うコンサルタントの TOR を作成す

る。  

    。PEC 活動を実施するコンサルタントの ToRを 2013 年 11 月に完了し、入札公示を行った。 

 4-2  対象郡において PEC 活動を行うコンサルタントと契約する。      PEC 活動を実施するコンサルタントの契約が 2013 年 12月 30 日に完了。 

 4-3  対象郡において、ベースライン調査の結果に基づき、給水施設の

建設対象となるコミュニティを選定する。  

    達成された。 

 4-4  対象コミュニティにおいて、PEC 活動を通じて水管理委員会を設

置する。  

    ゾーン PEC を通じて実施中。 

 

 4-5  水管理委員会と郡 SDPI との間で給水施設の維持管理に係る合意

を形成する。  

    ゾーン PEC を通じて実施中。 

 4-6  入札書類の作成および建設業者の監督を行なうコンサルタントを

選定し、契約する。  

    2014 年 8 月と 10 月に 2 名のコンサルタントと契約を締結し、業務を実施中。 

 4-7  コンサルタントの業務を管理、監督する。      給水施設建設工事に合わせて活動を行う。2014 年 8 月より活動を開始。 

 4-8  選定された建設業者の業務を管理、監督する。      2014 年 8 月に工事開始、2014 年 12 月に工事完了予定。 

 4-9  新設された給水施設の情報を GIS データベースに反映する。      給水施設建設完了後に実施。 

 5-1  対象郡において、ベースライン調査の結果に基づき、給水施設の

リハビリおよび維持管理体制強化対象となるコミュニティを選定する。  

    物理探査やその後の調査の結果により一部対象コミュニティの調整が行われた。 

 5-2  対象コミュニティにおいて、PEC 活動を通じて故障ポンプの修理

や水衛生委員会の活性化を行なう。  

    実施中。故障ポンプの修理は 3 年次に予定されている。 

 5-3  対象郡において、地域の修理工の研修を実施する。      修理工の選定が終了し、10 月 21 日～30 日に研修を実施する。 
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 5-4  対象郡において、スベアパーツ供給体制を確立する。      流通価格情報の情報収集が行われた。 

 

 6-1  対象郡において、ベースライン調査の結果に基づき、Community led 

total sanitation（CLTS）を行う対象コミュニティを選定する。  

    達成された。 

 6-2  対象郡において、トイレ建設工の研修を実施する。      トイレ建設工の選定が終了し、10 月 20 日から 31 日の間に研修を実施する。。 

 6-3  対象コミュニティにおいて、PEC 活動を通じて CLTS を促進する。      ゾーン PEC の一環として実施中。 

 

 6-4  対象コミュニティ近傍の学校を選定し、衛生教育を実施するとと

もに、手洗い施設のあるトイレを建設する。  

    学校の選定は完了し、担当教員の研修、学校内の衛生委員会の設立は完了し、CLTS による

衛生教育を実施中。各郡 1 校（計 4 校）で手洗い施設のあるトイレを建設する。また、3

年次には各郡 4 校（計 16 校）で手洗い施設のあるトイレを建設する。 

 6-5  対象コミュニティにおいて、CLTS の進捗状況をモニタリングす

る。  

    実施中。 

 

 6-6  郡の行政官が、野外排泄撲滅に至ったコミュニティを認定する。      2015 年 6 月より実施予定。 

 

 6-7  対象郡において、野外排泄撲滅に至ったコミュニティを中心に、

各家庭へのトイレ建設を促進する。  

    2015 年 7 月より実施予定。 

 7-1  ニアッサ州および対象郡において、研修のニーズを把握する。      DAS、SDPI の職員の能力、ニーズについて把握した。今後も継続して、研修ニーズの把握

に取り組む。 

 

 7-2  ニアッサ州および対象郡関係者に対する計画策定・実施管理・モ

ニタリング・評価に係る研修を実施する。  

    実施中。 

 7-3 ニアッサ州および対象郡関係者による給水・衛生改善に係る計画策

定・実施管理・モニタリング・評価の実施に対し助言・指導を行う。  

    実施中。 

 8-1  アウトプット 4～6  に係る活動で得た知見をもとに、給水・衛生

改善活動を実施する際の課題や留意点を整理する。  

    2015 年 3 月より実施予定 

 8-2  州の GAS を通じて、整理した留意点を対象郡以外の郡および他の

ステークホルダーと共有する。  

    2015 年 7 月より実施予定 

 8-3  州の GAS において、収集した知見をもとに、適切な給水・衛生活

動に係るマニュアルを作成する。  

    現在ニアッサ州で利用されているマニュアルを確認するとともに、ザンベジア州プロジェ

クトで作成されたマニュアルのレビューをカウンターパートと共に行っている。 

（PO においては 2015年 7 月より実施予定） 

 8-4  対象郡以外の郡および他のステークホルダーから、マニュアルに

関して技術および管理上の助言を得る。  

    2016 年 6 月より実施予定。 

 9-1  GAS のウェブサイトにおけるプロジェクト情報を更新する。      州 GAS のウェブサイト構築を実施中。2014 年 8 月に一般公開された。 

 9-2  国の GAS ミーティングに参加し、プロジェクトの進捗を定期的に

報告する。  

    州 GAS メンバーによる参加を検討中。 

 9-3  国の GAS の参加者から、技術および管理上の助言を得る。     全国 GAS への参加調整中。 

技術移転の方法・内

容 

技術移転の方法に問題はないか。 技術移転が C/P に対して的確に行

われたかどうかを確認する。 

活動実績 

関係者の意見 

プロジェクト報告書 

日本人専門家、モザンビーク側プロ

ジェクトマネージャーC/P への質問

票調査及びインタビュー結果 

文献調査 

インタビュー 

質問票調査 

各カウンターパートのニーズに合わせた技術移転が実施されており、各活動を通じて新た

なニーズが確認された際には、適宜 JICA に相談し臨機応変な対応がなされている。また、

能力強化などのターゲットをテク二シャンにまで拡大し、郡レベルの人事異動があった際に

移転した技術が消失しないように配慮がなされている。 

各活動の協議、準備、実施、モニタリングを共同で実施する過程でも適切な技術移転がなさ

れている。 

 

 

ステークホルダーの

関係 

 

定期会議、運営調整委員会が開催され、課題解決のために機能している

か。 

 

定例会議、運営調整委員会の開催

状況について確認する。 

関係者の意見 

  

日本人専門家、モザンビーク側プロ

ジェクトマネージャー及び C/P への

質問票調査及びインタビュー結果 

文献調査 

インタビュー 

質問票調査 

2013 年 7 月、11 月、2014年 7 月に PSC を開催。 

2013 年 3 月、12 月に JCC を開催。 

 日本人専門家と C/P間で相互コミュニケーションは十分に行われている

か。 

 

関係者間の相互のコミュニケーシ

ョンの頻度について確認する。 

プロジェクト事務所が DPOPH 事務所内に設置されている事から、カウンターパートと日常

的にきめ細かなコミュニケーションを図ることが可能となっている。カウンターパートのと

意思疎通、作業効率は良好であり、カウンターパート側からの活動実施に係る積極的な提言

も行われている。 

 指揮命令系統や役割分担ができる体制が構築されているか。 指揮命令系統や役割分担ができる

体制が構築されているかを確認す

る。 

 州衛生部長を筆頭に、プロジェクトのフォーカルポイントパーソンが指名されている。ま

た、各郡で SDPI 課長がプロジェクト担当者となり、必要に応じてテクニシャンに指示を出

している。 

相手国実施機関のオ

ーナーシップ 

 

モザンビーク国実施機関関係者、C/P はプロジェクト活動に十分参加し

ているか。 

 

各レベルの C/P の本プロジェクト

への関与の度合いを確認する。 

活動実績 

関係者の意見 

プロジェクト報告書 

日本人専門家、モザンビーク側プロ

ジェクトマネージャー及び C/P への

質問票調査及びインタビュー結果 

文献調査 

インタビュー 

質問票調査 

州・郡レベルではプロジェクト実施により、行政の能力強化や州・郡においての給水施設

の維持管理状況が改善されることを期待しているため、活動についても積極的に参加してい

る。特に研修やプロジェクトに係る会議などに積極的に参加している。今後は、モニタリン

グ能力についても引き続き研修を通じて強化が期待される。 

 先方予算は計画通り確保、支出されているか。 モザンビーク政府の予算状況につ

いて確認する。 

財務状況 

関係者の意見 

プロジェクト報告書 

関連文書 

日本人専門家、モザンビーク側プロ

ジェクトマネージャー及び C/P への

質問票調査及びインタビュー結果 

文献調査 

インタビュー 

質問票調査 

PRONASAR 資金の州への送金が一部遅れ気味であり、プロジェクト対象 4 郡以外に影響が出

ている。本プロジェクトには直接影響がまだないものの、終了後の持続性の部分で影響が懸

念される。 
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 先方政府はプロジェクトの内容をよく理解しているか。 各レベルの C/P の本プロジェクト

への関与の度合いを確認する。 

関係者のプロジ

ェクト内容理解

度 

モザンビーク側プロジェクトマネー

ジャー及びカウンターパートへのイ

ンタビュー結果 

インタビュー 詳細策定調査時から殆ど同じ C/P メンバーとなっており、プロジェクトに対する認識は高

い。 

他ドナーとの協調 他ドナーとの協力関係はあるか。また、協力内容の重複はないか。 他ドナーの協力内容や本プロジェ

クトの協力関係を確認する。 

他ドナーの協力

内容 

関係者の意見 

プロジェクト報告書 

日本人専門家、モザンビーク側プロ

ジェクトマネージャー及び C/P への

質問票調査及びインタビュー結果 

文献調査 

インタビュー 

質問票調査 

ニアッサ州で活動している他ドナーとは、同一カウンターパートへの協力の重複を避ける

事や、ニアッサ州で統一すべき体制をはじめ、個々のテーマについて州 GAS や定期的な会合

で情報共有を行っている。 

学校のトイレ建設に当たっては、UNICEF 等の図面を参考にした。また、本プロジェクト対

象地域であるマンディンバ郡では 2013 年から継続してアイルランド国及びモ国側の計画

が予定されており、本プロジェクト対象村落の選定時に重複を避けるべく、アイルランド大

使館担当者とも適宜情報の共有を行っている。 

 

2014 年の主な当該セクターに関る計画（対象 4 郡） 

 
 

郡名 
ハンドポンプ付  

深井戸新設  

トイレ用 

スラブ 
 その他   資金  

Mavago  12 本   学校用トイレ一式 JICA 

  5 本 200 枚   井戸（州）、スラブ（郡） 

Muembe 13 本   学校用トイレ一式 JICA 

    100 枚   州政府 

    500 枚   アイルランド 

Majune  12 本   学校用トイレ一式 JICA 

Mandimba 13 本   学校用トイレ一式 JICA 

  12 本 600 枚 PEC（12 か所） アイルランド 

実施プロセスにおけ

る留意点・阻害要因 

実施機関の組織改編、人事異動等がプロジェクトの実施プロセスに影響

を与えたかを確認する。 

プロジェクトの実施プロセスで生

じている問題があったかどうかに

ついて確認する。 

関係者の意見 プロジェクト報告書 

日本人専門家、モザンビーク側プロ

ジェクトマネージャー及び C/P への

質問票調査及びインタビュー結果 

文献調査 

インタビュー 

質問票調査 

マジュネ 郡 SDPI では 2014 年 4 月に空席となっていた課長が着任した。 マンディンバ

郡では 2014 年 6 月に SDPI 課長が郡長指示により州 DPOPH に異動し、現在は代理として 

人事課長が兼務している。 

 

※現地調査で確認する 
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評価 5項目 

評価項目 
評価設問  判断基準・方法 

必要なデータ  情報源  入手手段 評価結果 
大項目 小項目 

妥当性 必要性 

  

プロジェクト目標とモザンビーク側（ターゲット・グループ）の

ニーズは一致しているか。 

 開発計画、関連文書、

関係者の意見 

プロジェクト報告書 

関連文書 

日本人専門家及びモザ

ンビーク側プロジェク

トマネージャーへの質

問票調査及びインタビ

ュー結果 

文献調査 

インタビュー 

質問票調査 

モザンビークは、ミレニアム開発目標の達成に向け、2015 年までに村落部における安

全な水へのアクセス率を 70％、衛生施設へのアクセス率を 50％とすることを目標とし

ている。本プロジェクトは、モザンビーク国政府とドナーによる村落給水・衛生国家プ

ログラム PRONASAR の基本原則に基づいた事業の実施体制・実施能力強化のための支援

を目的としており、相手国のニーズに合致している。 

 

 プロジェクト目標と対象地域・社会のニーズに合致しているか。  セクター開発計画、関

係者の意見 

ベースライン調査（2013 年 7～11 月に実施）によれば、対象地域での安全な水へのア

クセス率は 41%となっている。また、既存施設の稼働率は、61%に留まっている。水・

衛生に関する一番の問題は、水因性疾患とそれに伴う高い死亡率であり、給水・衛生改

善のニーズは非常に高いと言える。 

 優先度 

  

上位目標及びプロジェクト目標が国家開発計画、セクター計画、

その他の関連政策に照らして妥当であるか。 

 セクター政策に係る文

書、関係者の意見 

モザンビーク国の政策と照らして、妥当である。本プロジェクトは、モザンビーク国政

府とドナーによる村落給水・衛生国家プログラム PRONASAR の基本原則に基づいた事業

の実施体制・実施能力強化のための支援を目的としており、相手国のニーズに合致して

いる。 

 プロジェクト目標が日本の援助政策、JICA 国別事業実施計画に照

らして整合性はあるか。 

 日本の援助政策 日本の援助政策 文献調査 我が国のモザンビーク国援助方針において重要視されているナカラ回廊開発支援の一

環として、地方給水を始めとした社会サービスを充実させていく事は、人間の安全保障

の確保に加え、回廊全体の経済発展、貧困削減のために重要であり、日本の援助政策と

も整合性がある。 

 手段とし

ての適切

性 

  

モザンビーク国の給水・衛生

分野の課題に対する効果を

上げる戦略として適切であ

ったか。 

プロジェクトのアプローチは適

切であったか。 

 プロジェクト活動実績 

類似案件実績・評価 

関係者の意見 

プロジェクト報告書 

日本人専門家への質問

票調査及びインタビュ

ー結果 

文献調査 

インタビュー 

質問票調査 

Rapid Assessment、詳細調査の 2 段階のベースライン調査結果に基づき、プロジェクト

が展開されており、プロジェクトのアプローチは適切であると考えられる。また、ゾー

ン PEC の実施（水委員会の設立、衛生啓発等）、スペアパーツの流通網構築、モニタリ

ング体制の構築や、施設建設の品質管理向上等の活動が含まれており、プロジェクトの

目指している効果の発現が期待できる。 

   他ドナーとの援助協調において、

どのような相乗効果があったか。 

  州 GAS や全国 GAS を通じて、プロジェクトの進捗などが共有されている。州 GAS には、

政府関係機関（DPOPH/DAS、州保健局、州教育局、州環境活動調整局、リシンガ市役所、

ニアッサ州悪郡 SPDI）主要開発パートナー（PROSUAS、アイルランド大使館）、NGO（Water 

Aid、Concern Universal、Estamos、CCM、UCA、モザンビーク赤十字社）の合計 14 団体

が州 GAS に参加している。 

  日本の技術の比較優位性は

あるか。 

類似案件である「ザンベジア州持

続的村落給水・衛生改善プロジェ

クト」等 JICA の技術協力プロジ

ェクトの経験は活かされている

か。 

類似プロジェクトの経験の活

用状況を確認する。 

類似案件の実績・評価 

関係者の意見 

  ニアッサ州および対象郡関係者に対する計画策定・実施管理・モニタリング・評価に係

る能力向上の一環としてザンベジア州視察を行った。 

ザンベジアプロジェクトでは、プロジェクトで作成した各種マニュアルや維持管理モデ

ルなどの知見が、国家プログラムである PRONASAR の一部に組み込まれるなどの高い評

価を得ている。本プロジェクトにおいては、ザンベジアプロジェクトで作成されたマニ

ュアルをカウンターパート職員と共にレビューをするなど、類似プロジェクトの成果や

知見、教訓等を最大限に生かしていく方針である。 

   日本の経験が活かされているか。 日本の給水・衛生分野における

経験の活用状況を確認する。 

日本の協力実績 

関係者の意見 

  給水施設などに関する日本の技術、経験の優位性は見られないものの、日本の援助によ

る人材育成、組織強化は高く評価されている。 

 その他 プロジェクト開始以降のプロジェクトを取り巻く環境（政策、経

済、社会など）の変化はあったか。 

プロジェクト開始後のプロジ

ェクトを取り巻く環境（政策、

経済、社会など）の変化の有無

を確認する。 

関係者の意見   4 郡で電力供給が開始され、郡カウンターパートがコンピューターを使用できるように

なった。 

有効性  プロジェ

クト目標

の達成度 

プロジェクト目標は達成見込みであるか。 プロジェクト目標の指標を確

認する。 

プロジェクト報告書 

関係者の意見 

プロジェクト報告書 

関連報告書等 

日本人専門家への質問

票調査及びインタビュ

ー結果 

文献調査 

インタビュー 

質問票調査 

ベースライン調査の結果に基づき判断。現時点では達成できる見込みである。 

プロジェクト目標の指標の設定は適切か。 ベースラインとの比較を行う。

他の類似案件との比較を行う。 

信頼性の高いデータ入手手段により、定期的に達成状況をモニタリングする必要があ

る。今後の PSC および JCC でこれらの変更について協議する。 

因果関係 

 

 

プロジェクトの成果はプロジェクト目標達成に貢献しているか。

（プロジェクト目標の達成は成果によって引き起こされたもの

か。） 

9つの成果が達成されればプロ

ジェクト目標を達成するとい

う論理に無理はないか。 

プロジェクト報告書 

関係者の意見 

成果１から７が、プロジェクト目標達成に寄与し、成果 8 から 9 を加えた 9 つの成果が

上位目標達成に繋がる。また、成果 8 から 9も間接的にプロジェクト目標の達成に寄与

する為、活動の成果がプロジェクト目標達成につながるという理論に問題はない。 

その他プロジェクト目標達成のために必要な要因はあるか。 要因の有無を確認する。 プロジェクト報告書 

関係者の意見 

 能力強化されたカウンターパートの人事異動が起こらない事、ニアッサ州内における他

ドナーとの活動実施に係るアプローチが統一される事、プロジェクト対象郡に対し政府

予算が適切に廃部されることが挙げられる。 

 

アウトプットからプロジェ

クト目標に至るまでの外部

条件に変更はないか。外部条

件の影響はあったか。 

モザンビーク国 C/Pならびに邦人

専門家が、プロジェクトに影響を

及ぼすようなタイミングでの交

代がない。 

モザンビーク国 C/P ならびに

邦人専門家が、プロジェクトに

影響を及ぼすようなタイミン

グで交代していないかを確認

する。 

 マジュネ 郡 SDPI では 2014 年 4 月に空席となっていた課長が着任した。 マンディン

バ郡では 2014 年 6 月に SDPI 課長が郡長指示により州 DPOPH に異動し、現在は代理

として 人事課長が兼務している。しかし、プロジェクトに影響を及ぼすタイミングで

の主な職員の異動、離職は見られない。ただし、2014 年の総選挙によって、局長が替

わった場合の影響については注視する必要がある。 

 その他の外部条件はあるか。 その他の外部条件の有無を確

認する。 

 特になし。 
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プロジェクト目標達成の阻害・貢献要因は何か 。 プロジェクト目標達成の阻

害・貢献要因の有無を確認す

る。 

 給水・衛生状況の改善には、給水施設の持続的な運営維持管理が必要となり、そのため

には、ハンドポンプ用スペアパーツの流通網の構築が欠かせない。しかしながら、一部

の郡では既存の施設の数が少ないことから、スペアパーツの需要が小さいかため、民間

ベースの販売網構築には限界がある。 

効率性 成果の達

成度 

  

成果を達成するため、十分な活動が計画通り行われているか。阻

害要因があるとすれば何か。 

実績と計画の比較 

阻害要因の有無を確認する。 

計画の達成度、時期 

関係者の意見 

プロジェクト報告書 

日本人専門家、モザン

ビーク側プロジェクト

マネージャー及び C/P

への質問票調査及びイ

ンタビュー結果 

文献調査 

インタビュー 

質問票調査 

中間時点で活動は概ね計画通りに実施されている。ただし、活動 5—3 給水施設修理工へ

の研修、6-2 トイレ建設工への研修については、計画より遅れている。 

各成果の指標の設定レベルは適切か。 指標と設定レベルの妥当性 現時点での達成度 

プロジェクト目標との

因果関係 

各成果の指標は、計画通りに達成されている。（一部の成果は、設定された指標だけか

ら判断する事が困難なものもあるため、指標の見直しも検討する） 

 

 

投入の適

正度  

成果を産出するために必要十分な活動であったか。  関係者の意見  すべての活動は各成果を産出するために十分であった。 

 

達成されたアウトプットか

ら見て、投入の質、量、タイ

ミングは適切か。 

日本人専門家派遣人数、専門分

野、派遣時期、期間は適切か。 

日本人専門家派遣人数、専門分

野、派遣時期、期間の適切性を

確認する。 

日本人専門家派遣実績 

関係者の意見 

 計画通りに実施されている。 

ただし、活動が多岐にわたるため、よりきめ細やかな技術移転、能力強化のために一部

の専門家の派遣期間の延長が望ましい／専門家意見） 

 

 供与機材の仕様、種類、量、導入

時期は適切か。 

供与機材の使用、種類、量、導

入時期の適切性を確認する。 

納入機材リスト、関係

者の意見 

 車輛 3 台、バイク 8 台、GPS、GIS ソフトウェア、コンピューター、プロジェクトオフ

ィス用発電機、デジタルカメラ、地下水解析ソフトウェア、スペアパーツ店用初期在庫、

コンピューターについては、現地のニーズに応じ追加での供与を行った。 

ただし、スペアパーツの初期在庫については、対象郡のポンプ修理工の数に対して十分

な量ではない為、在庫量を増やす必要がある。 

 

 本邦研修、第三国研修の派遣人

数、資格、分野、研修内容、研修

期間、受入時期は適切か。 

本邦研修、第三国研修の派遣人

数、資格、分野、研修内容、研

修機関、受け入れ時期の適切性

を確認する。 

研修員受入実績 

関係者の意見 

 ニアッサ州と気候、社会条件の類似したブラジルにおいて、給水・衛生施設の管理の他

国での事例を視察し、業務改善の知見を得るために実施された。参加者は州 DAS×3 名

＋SDPI×4 名＝7 名。調整・連携は何ら支障なく、予定どおり行われた。これはブラジ

ル農牧研究公社半乾燥地研究所チームの努力によるところが大きい。研修内容は予定ど

おり、講義内容は期待以上のものであり、結果として、受講者には新たな経験値がもた

らされた。多分野の知識が、受講者に疑問を残すことがないよう、賢明に、且つ巧みに

伝授された。 

 モザンビーク側の C/P の人数、配

置状況、能力は適切か。 

モザンビーク側の C/P の人数、

配置、状況、能力の適切性を確

認する。 

C/P 配置状況 

関係者の意見 

 ●  プロジェクト・ディレクター  

公共事業住宅省/国家水利局  総局長 National Director, DNA  

●  アドミニストレイテブ・プロジェクト・マネージャー  

公共事業住宅省/国家水利局  給水衛生部長 Head of Water and Sanitation Department 

/DNA  

●  エグゼクティブ・プロジェクト・マネージャー  

ニアッサ州公共事業住宅局  局長 Director DPOPH-Niassa  

●  テクニカル・プロジェクト・マネージャー  

ニアッサ州公共事業住宅局  給水・衛生部  部長 Head of Water and Sanitation 

Department, DPOPH/DAS  

●  カウンターパート(C/P)  DPOPH 技術部の井戸担当、DPOPH 技術課の住民参加教育

担当、Majune 郡 SDPI 職員、Muembe 郡 SDPI 職員、Mavago 郡 SDPI 職員、Mandimba 郡 

SDPI 職員  

 

DNA は本プロジェクトの主管官庁であり、モザンビーク国の給水と衛生を担う、公共事

業・住宅省の傘下にある。DAS は DPOPH 傘下の部署である。本プロジェクトのカウン

ターパート人数は、部長を含め 8 人。SDPI は本プロジェクトが対象とするマヴァゴ、

ムエンベ、マジュネ、マンディンバ 4 郡内で、おもにインフラ整備を担当している。

最も人員の少ないマヴァゴ郡で 6 人、マンディンバ郡で 12 人の職員がいる。郡レベ

ルでの活動では、当初より SDPI の C/P だけでなく、各郡の保健部や教育部からのス

タッフもプロジェクト活動に参画している。 

 

 日本側の現地活動費は適切か。 日本側の現地活動費の適切性

を確認する。 

現地活動費実績 

関係者意見 

 プロジェクトの進捗は順調に推移しており、日本の現地活動費は適切であると考えられ

る。 

 モザンビーク側の予算配分は適

切か。 

モザンビーク側の予算配分の

適切性を確認する。 

現地活動費実績 

関係者意見 

 プロジェクトの進捗は順調に推移しており、モザンビーク側の現地活動費は適切である

と考えられる。 

コスト 類似プロジェクト（JICA プロジェクト及び他ドナー等が実施する

関連の支援）と比較して、プロジェクト目標、アウトプットは投

入コストに見合ったものか。 

類似プロジェクトと比較する。 プロジェクト経費 

類似プロジェクトのプ

ロジェクト経費 

関係者の意見 

プロジェクト報告書 

関連文書 

日本人専門家への質問

票調査及びインタビュ

ー結果 

文献調査 

インタビュー 

質問票調査 

中間レビュー時点で、プロジェクト目標、アウトプットは投入コストに見合ったもので

あると考えられる。特に、給水・衛生施設の建設と組み合わせたアウトプットを行う活

動のため、インパクトも比較的大きいと考えられる。 

ローカル資源を有効に活用

しているか。 

  

既存の組織、施設などを有効に活

用しているか。 

既存の組織、施設などの活用状

況を確認する。 

プロジェクト報告書 

関係者の意見 

プロジェクト報告書、

連文書、日本人専門家

への質問票調査及びイ

ンタビュー結果  

文献調査 

インタビュー 

再委託などは、基本的に新聞公示などにより現地業者を選定し、より適切なコスト、及

び工程での業務実施に努めている。研修に関しては、モザビーク国で唯一公認されてい

る PEC 普及員養成機関であり、また水衛生に関わる公共セクターの人材育成を担う責任

機関でもある CFPAS(給水衛生専門家養成センター）に委託をしている。 
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過去の類似プロジェクトの成果

を活用しているか。 

過去の類似プロジェクトの成

果の活用状況を確認する。 

 質問票調査 スペアパーツの販売、流通において、ザンベジア州モデルを検証し、ニアッサ州におけ

る実情などを基に、州で活動する他ドナーと統一したモデルの構築に取り組んでいる。 

ザンベジア州プロジェクトで作成されたマニュアルのレビューをカウンターパートと

共に行っている。 

プロジェ

クトの実

施プロセ

スの効率

性に影響

を与えて

いる要因 

その他効率性を阻害した要因はあるか。 

  

阻害、貢献要因の有無を確認す

る。 

プロジェクト報告書 

関係者の意見 

 

日本人専門家への質問

票調査及びインタビュ

ー結果 

質問票調査 

インタビュー 

マンディンバ郡において、SDPI 課長が移動となり、人事課担当者が同ポストを兼任し

ている。本来のインフラ・計画とは関係のない部署を兼務しているため、郡定例会議で

の水・衛生に関する協議や、その他のプロジェクト活動における参加が限られている。 

PRONASAR の方針として可能な範囲で州内の企業を採用する事を促進しているが、一部

の企業は能力が限られており、活動に若干の遅延が生じたケースがあった。これらは、

ぴ炉ジェクトチームのきめ細かい指導により改善されているものの、専門家に過度の負

担がかかる場合がある。 

インパ

クト 

上位目標

の達成見

込み 

上位目標は達成される見込

みか。 

ニアッサ州における水因性疾患

の罹患率が 5％減少する 

ニアッサ州における水因性疾

患の罹患率が 5％減少する事が

見込まれるかを確認する。 

関係者の意見 プロジェクト報告書 

関連文書 

日本人専門家及びモザ

ンビーク側プロジェク

トマネージャーへのン

タビュー結果  

文献調査、質問

票調査、インタ

ビュー 

指標の入手手段、判断方法について確認。 

   ニアッサ州において給水施設へ

アクセスできる人口の割合が 2％

増加する。 

ニアッサ州において給水施設

へアクセスできる人口の割合

が 2％増加する事が見込まれる

かを確認する。 

 

 指標の入手手段、判断方法について確認。 

 
 

プロジェクト目標から上位

計画に至るまでの外部条件

は現時点においても正しい

か。 

【外部条件】ニアッサ州で水・衛

生分野の介入が出来るのに十分

な予算（PRONASAR やその他のリソ

ース）が確保されているか。 

ニアッサ州で水・衛生分野の介

入が出来るのに十分な予算が

確保されているかを確認する。 

関係者の意見  PRONASAR のコモンファンドは減少傾向にある。ただし PRONASAR の目的は普遍的なもの

であり、2015 年以降も継続される見込みである。 

 
 

その他上位目標の達成を阻害する要因はないか。 阻害要因の有無を確認する。 阻害要因の有無  給水・衛生施設建設の品質改善や運営維持管理に係るアプローチは、州内で活動する他

ドナーと統一したアプローチを取る必要があるが、現状では独自に活動を行っているド

ナーが存在する為、施設の持続性の確保に課題が残る。一方で、他ドナーによる給水施

設の建設も予定されており、この点は、上位目標達成のための貢献要因となりうる。 

 因果関係 上位目標とプロジェクト目標が乖離していないか。プロジェクト

目標の達成が、上位目標の達成に寄与するか。 

上位目標とプロジェクト目標

の比較。 

  上位目標とプロジェクト目標の間に大きな乖離はない。 

 波及効果 その他の波及効果はあるか。 その他上位目標以外の正負の効

果・影響があるか。 

正負の効果・影響の有無を確認

する。 

関係者の意見  特になし。 

持続性 政策・制

度面 

政策支援は協力終了後も継続される可能性は高いか。 政策支援は協力終了後も継続

される可能性が高いかを確認

する。 

政策、戦略 プロジェクト報告書 

関連文書 

日本人専門家、モザン

ビーク側プロジェクト

マネージャー及び C/P

への質問票調査及びイ

ンタビュー結果 

文献調査 

インタビュー 

質問票調査 

実施機関への聞き取りによると、PRONASARは 2015年以降も継続される見込みであるが、 

未だ正式な数値目標などは発表されていない 

 組織面 協力終了後も継続的に活動及び成果を他地域に普及するに足る組

織能力はあるか（人材配置、人材の能力など）。 

協力終了後も継続的に活動及

び成果を他地域に普及するに

足る組織能力はあるかを確認

する。 

関係機関の組織体制 

関係者の意見 

 モザンビーク国の首都から遠方に位置するニアッサ州での当該セクターにおける活動

の持続性や自立発展性を目指す上で、現地民間リソースの能力向上が不可欠である。そ

のため、現地民間リソース向けの PEC 研修開催や、ゾーン PEC 活動、井戸掘削工事やト

イレ建設工事など、再委託業務に関しては可能な範囲でニアッサ州の企業を対象に入札

を行い、同時に専門家による OJT や業務監理を通じて、それらの能力向上が図られてい

る。また、現地の民間リソースの活用により、課題・教訓などを導き、今後の改善など

について提案が行われる予定である。 

(一方、協力終了後も継続的に活動および成果を他地域に普及するための予算について

は不透明。) 

 財政面 プロジェクトの活動継続に必要な財源は確保されているか。 プロジェクトの活動継続に必

要な財源は確保されているか

を確認する。 

財務状況 

関係者の意見 

 州政府予算は財務省により決定され、州政府が各セクターへの予算配賦を行う。郡の予

算計画が不十分であるために、必要な水源開発などが実施できないケースがあるが、そ

のような場合には、DNA の予算や、FDI と呼ばれる地域の基金から不足分が補われる。

プロジェクトでは、郡政府が適切な予算計画を策定し、郡内の活動を行うために必要な

予算請求が可能となるように、さらなる能力強化を実施していく方針である。 

 

 技術面 プロジェクトで用いた技術移転の手法は、C/P によって維持され

つつあるか。 

プロジェクトで用いた技術移

転の手法は、C/P によって維持

されつつあるかを確認する。 

関係者の意見  PEC 活動を実施するコンサルタントを対象とした研修は、対象 4 郡においてゾーン 

PEC 活動を委託する可能性のあるニアッサ州内のコンサルタントの能力強化に主眼を

置いているが、州内関係者のゾーン PEC の普及がまだ不十分と判断されるため、DAS 担

当者、郡の SDPI 担当者、州内で活動する NGO やアソシエーションにも参加を促した。

行政や NGO 関係者にも、ゾーン PEC 活動についての理解を深めてもらい、今後の給水

施設のモニタリング強化、郡とコミュニティとの緊密な連絡体制の構築などにもつなげ

ていく。 

 施設、資機材の維持管理は適切に行われているか。 施設、資機材の維持管理は適切

に行われているかを確認する。 

関係者の意見  先方政府に引き渡された機材は、供与先がそれぞれ維持管理を行っている。 

 対象地域に移転された技術は他地域へ普及できる技術であるか。 

 

 

対象地域に移転された技術は

他地域へ普及できる技術であ

るかを確認する。 

関係者の意見  研修の受講者を選定するにあたり、プロジェクト対象郡の団体のみでなく、他郡でも活

動しているコンサルタント、NGO やアソシエーションなども対象とし、地域の文化や諸

事情に精通した団体の能力強化を行うことにより、ニアッサ州で持続的に PEC 活動が

実施されることを目指している。 

A
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 技術を他地域に普及するメカニズムはプロジェクトに取り込まれ

ているか。 

技術を他地域に普及するメカ

ニズムはプロジェクトに取り

込まれているかを確認する。 

関係者の意見  成果８で「プロジェクトの実施手法が州の GAS を通じて他の郡に共有」され、成果９で

「本プロジェクトの知見が、全国 GAS を通じてステークホルダーと共有」することを計

画している。このメカニズムによって、他地域に技術を普及させることを計画している。 

 

 社会・文

化・環境

面 

社会・文化・環境面に関して持続的効果を阻害する要因はあるか。 社会・文化・環境面に関して持

続的効果を阻害する要因の有

無を確認する。 

関係者の意見  特になし。 

 

 

A
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 作業計画

2 3 2 3 2 3
14 15 26 27 38 39

業務実施計画の検討　(国内作業）

インセプション・レポートの説明・協議（JCC＋PSCにおいて説明・協議）

プロジェクトオフィスの整備

プロジェクト業務進捗報告書 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

中間レビュー・中間報告書、終了時評価・業務完了報告書
PR1 PR2 PR3

中間レビュー▲ ▲ 中間報告
PR4 PR5

終了時評価▲
PR6

業務完了報告▲

合同調整委員会(JCC)及び州ステアリングコミッティ(PSC) JCC PSC PSC PSC PSC

1-1-1
PRONASARのオベレーション・マニュアルに従い、州のGASを強化する/
村務給水・衛生改善に係る関係者から成る郡の定例会議で給水・衛生分
野の議題が取り扱われる。

1-1-2
州及び郡政府の関係機関、主要開発パートナー、NGOに対し、州のGAS
への参加を促進する。

1-1-3
州のGASの定期的な会合開催を促進し、プロジェクト活動の進捗を共有
する。

1-2-1
郡政府の定例会において、村落給水・衛生改善に関する議題が取り扱わ
れるように促進する。

1-2-2 郡政府の定例会にて3カ月ごとに、プロジェクト活動の進捗を共有する。

2-1 PEC活動に係る研修を実施するコンサルタントを選定する。

2-2
対象郡においてPEC活動が行えるように、コンサルタントに研修を実施す
る。

3-1
対象郡においてベースライン調査を実施するコンサルタントのTORを作
成する。

3-2 対象郡においてベースライン調査を実施するコンサルタントと契約する。

3-3
対象郡において給水施設の設置状況、井戸情報（位置、深度、地質、揚
水量、水質等）、及び維持管理状況を調査する。

ベースライン調査

3-4
対象郡において、住民の衛生行動の状況及び衛生施設の利用可能状況
を調査する。

ベースライン調査

3-5 対象郡においてコンサルタント、ポンプ修理人、トイレ建設工を特定する。

3-6
対象郡において収集した情報をもとに既存GISデータベースを更

新する。

3-7 対象郡における衛星画像解析を行う。

3-8 3-6及び3-7の結果をもとに対象地域の水理地質図を更新する。

3-9 ベースライン調査の結果を踏まえ、PDM1、PO1を作成する。

4-1 対象郡において給水施設が50ヵ所建設される。

4-2 対象郡においてPEC活動を行うコンサルタントのTORを作成する。

4-3
対象郡において、ベースライン調査の結果に基づき、給水施設の建設対
象となるコミュニティを選定する。

4-4 対象コミュニティにおいて、PEC活動を通じて水管理委員会を設置する。

4-5
水管理委員会と郡SDPIとの間で給水施設の維持管理に係る合意を形成
する。

4-5
入札書類の作成及び建設業者の監督を行うコンサルタントを選定し、契
約する。

4-6 コンサルタントの業務を管理、監督をする。

4-7 選定された建設業者の業務を管理、監督する。

4-8 新設された給水施設の情報をGISデータベースに反映する。

5-1
対象郡において、ベースライン調査の結果に基づき、給水施設のリハビ
リ及び維持管理体制強化対象となるコミュニティを選定する。

5-2
対象コミュニティにおいて、PEC活動を通じて故障ポンプの修理や水衛生
委員会の活性化を行う。

5-3 対象郡において、地域の修理工の研修を実施する。

5-4 対象郡において、スペアパーツ供給体制を確立する。

6-1
対象郡において、ベースライン調査の結果に基づき、CLTSを行う対象コ
ミュニティを選定する。

6-2 対象郡において、トイレ建設工の研修を実施する。

6-3 対象コミュニティにおいて、PEC活動を通じてCLTSを促進する。

6-4
対象コミュニティ近傍の学校を選定し、衛生教育を実施するとともに、手
洗い施設のあるトイレを建設する。

（トイレ4ヵ所） （トイレ16ヵ所)

6-5 対象コミュニテイにおいて、CLTSの進捗状況をモニタリングする。

6-6 郡の行政官が、野外排泄撲滅に至ったコミュニティを認定する。

6-7
対象郡において、野外排泄撲滅に至ったコミュニティを中心に、各家庭へ
のトイレ建設を促進する。

7-1 ニアッサ州及び対象郡において、研修のニーズを把握する。

7-2
ニアッサ州及び対象郡関係者に対する計画策定・実施管理・モニタリング
・評価に係る研修を実施する。

7-3
ニアッサ州及び対象郡関係者による給水・衛生改善に係る計画策定・実
施管理・モニタリング・評価の実施に対し助言・指導を行う。

8-1
成果4～6に係る活動で得た知見をもとに、給水・衛生改善活動を実施す
る際の課題や留意点を整理する。

8-2
州のGASを通じて、整理した留意点を対象郡以外の郡及び他のステーク
ホルダーと共有する。

8-3
州のGASにおいて、収集した知見をもとに、適切な給水・衛生活動に係る
マニュアルを作成する。

8-4
対象郡以外の郡及び他のステークホルダーから、マニュアルに関して技
術及び管理上の助言を得る。

9-1 GASのウエブサイトにおけるプロジェクト情報を更新する。

9-2 国のGASミーティングに参加し、プロジェクトの進捗を定期的に報告する。

9-3 国のGASの参加者から、技術及び管理上の助言を得る。

第三国研修

9.本プロジェクトで得られた知見が、国レベルのPRONASARステークホルダーと共
有される。

31 32 3524

8.対象郡における結果を踏まえ、プロジェクトの実施手法が州のGASを通じて他
の郡に共有される。

3. 対象郡の給水・衛生の現状が把握される。

4. 対象郡に新しい給水施設が建設される。

5. 対象郡において給水施設の維持管理体制が強化される。

6. 対象郡において住民の衛生行動が改善される。.

Ver.: 2.0
2014年7月

PSC
JCC

PSC
JCC

PSC
JCC

PSC
JCC

2. ニアッサ州の選別されたコンサルタントのPEC活動実施能力が強化される。

11 12 4741 4237 4025 28 4943 5036

7.州及び対象郡の給水・衛生改善活動の計画・実施管理・モニタリング評価能力
が強化される。

3418

1. 村落給水・衛生改善の関連機関から成る州のGASが、ニアッサ州において
   運営され、対象郡政府の定例会で、給水・衛生分野の議題が取り扱われる。

45 4633 44業務内容　 1 2 4823 29 3013 19 203 4 5 6 16 177 8 9 10
11 12 21 4 5 6 8 11 1299 10 11 4 5 1085

2015

6 9 10 7
21 22

1 4106

2017

111 127
第一年次 第二年次 第三年次 第四年次

12

2016
活　動

#### 2013 2014

12 1 2 5 173 4 96 7 88

雨 期 雨 期 雨 期 雨 期

中間調査 エンドライン調
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別添-４ Schedule of the Joint Mid-term Review

Consultant

Mr. Miyazaki
Mr. Sasaki

Mr. Yanagawa
Mr. Okano

Leader
Technical advise

Planning of Survey
Evaluation analysis

2014/11/16 Sun Move from Tokyo to Maputo on board

2014/11/17 Mon

Arrive Maputo (ETA 10:45), 11:30- Hotel Check in
12:30 Meating with JICA Mozambique Office

14:00- Courtesy Call to Director of DNA-DAS (Ms.Felicidade) Maputo

2014/11/18 Tue
(Tent) AM/PM Interview to DNA -DAS (Senior Staff of Water Supply,

Sanitation, Planning)
(Tent) 15:00- Interview to other partners (AfDB etc.)

Maputo

2014/11/19 Wed
(Tent) AM Interview to DNA  staff

(Tent) 15:00- Interview to other partners (AfDB etc.)
Maputo

2014/11/20 Thu
Move to Lichinga (ETA 10:10)

13:00 Courtesy call and interview to DPOPH
Meeting with PROSUAS

Lichinga

2014/11/21 Fri
Leave for Niassa

Interview with counterparts and/or site visit (Mavago)
Start 6:00 from Lichinga

Lichinga

2014/11/22 Sat Interview with counterparts and/or site visit (Muembe) Lichinga

2014/11/23 Sun
Move from Tokyo

(Asunción*)to Maputo
Documentation on board / Lichinga

2014/11/24 Mon
Arrive Maputo (ETA 10:45)
PM Courtesy call on JICA
Mozambique

Interview with counterparts and/or site visit
 (Majune, Mandimba)

Start 7:00 from Lichinga
Maputo / Lichinga

2014/11/25 Tue Lichinga

2014/11/26 Wed Lichinga

2014/11/27 Thu Lichinga
2014/11/28 Fri Lichinga

2014/11/29 Sat
Move from Tokyo
to Maputo

Maputo

2014/11/30 Sun
Maputo
 (ETA 10:44)

Maputo

2014/12/1 Mon Maputo

2014/12/2 Tue Maputo

2014/12/3 Wed Maputo

2014/12/4 Thu Maputo

2014/12/5 Fri on board
2014/12/6 Sat on board

Date

Mid-term Review of the Project for PROUSAS-NIASSA
JICA

Accomodation

Move from Maputo to Tokyo (ETD 11:30)

8:30 - 17:00 Site Visit and Interview to C/Ps

Move from Lichinga to Maputo (ETA 14:20)

Internal meeting

Move to Lichinga (ETA 10:10),
14:00 Courtesy call to Director of DPOPH,

Meeting with DAS and PROSUAS

8:30-13:00, PSC: Provincial Steering Committee
14:00-16:00 Meeting with PROSUAS

8:30 - 17:00 Site Visit and Interview to C/Ps

Arrive Tokyo (ETA 19:15)

9:00-11:00 Discussion on evaluation report at DNA
Agenda: Preparation of evaluation result, Discussion on main issues

(If necessary :9:00-11:00 Discussion on M/M at DNA)
PM Preparation of JCC

9:00-11:30, JCC
14:00- Meeting with Director of DNA-DAS (JICA's cooperation with Water Secter )

(Tent) 9:00- 10:00 Signing on the M/M
 ( Signar of Mozamibique side: National Director of DNA, Director od DPOPH-Niassa)

(Tent) 16:00 Report to JICA Mozambique
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べ

DPOPH / DAS

DNA

ドナー、NGOs

郡庁 / SDPI

コミュニティ
水・衛生委員会

メンテナンスグループ
ポンプ修理工

スペアパーツ初期在庫の供給

スペアパーツ初期在庫の供給
合意書

スペアパーツ供給網体制

郡内の小売業者 / 
アソシエーション

リシンガ市、クアンバ市、その他の金具店

スペアパーツ

スペアパーツ

スペアパーツ
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別添-6 投入実績

(1)日本人専門家派遣
As of 31 Oct 2014

No. Name Position Period
2013年2月24日-2013年6月2日
2013年7月8日-2013年9月11日
2013年10月15日-2014年1月12日
2014年4月9日-2014年8月3日
2014年10月2日-2014年10月31日

2 有田 一博 設計施工管理 1　(衛生施設) 2014年4月25日-2014年6月8日

3 山下 千文 設計施工管理 1　(給水施設) 2014年8月10日-2014年10月日
2013年4月14日-2013年7月14日
2013年9月3日-2013年12月8日
2014年5月22日-2014年7月14日
2014年月22日-2014年10月11日
2013年8月30日-2013年9月28日
2013年11月22日-2013年12月21日
2014年5月1日-2014年6月30日
2014年9月21日-2014年10月31日
2013年3月24日-2013年6月14日
2013年10月4日-2013年10月8日
2013年10月21日-2013年10月30日
2013年11月11日-2013年12月23日
2014年7月6日-2014年9月3日
2013年8月30日-2013年9月30日
2013年10月26日-2013年11月28日
2014年5月15日-2014年7月28日
2014年10月29日-2014年10月30日

8 和田 和之 衛星画像解析 2013年10月6日-2013年11月19日
2013年12月1日–2013年12月26日

2014年10月5日-2014年10月30日

1

総括/村落給水・衛生横木 昭一

4

永沼 俊道 給水施設維持管理1

5

稲田 菜穂子 衛生啓発

9
岡根 史佳 給水施設維持管理2（スペアパーツサプ

ライチェーンマネジメント）

6

小島 寛明 人材育成/組織能力強化

7

小島 寛明 物理探査/水理地質
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(2)機材

Unit Plan Actual

バイク 台 8 8 125CC、オフロード用
2台×4郡に引き渡し済み。各郡SDPIが
管理して業務に使用している。

4,682,560

GPS 台 4 4
ポータブルタイプGPS Garmin62sc
+ 充電器SANYO NEW eneloop

各郡がそれぞれ1台を管理し、業務に
使用している。操作などに関しては、順
次指導を行っている。

163,000

GISソフトウェア ﾗｲｾﾝｽ 3 3
ArcGIS for Desktop Basic (ArcView)
10.1 SU software+Spatial Analyst
Extension

プロジェクトチームが管理して業務に使
用している

1,013,010

ラップトップコンピューター 台 2 7
Corei5 HDD640GB メモリ8GB 無線

LAN 拡張バッテリ OfficePro + ウイ

ルスバスタ3年

4郡SDPI×1台、州DAS×2台、プロジェ

クト×1台がそれぞれ管理して業務に使
用している。

1,075,769

プロジェクトオフィス用発電機 台 1 1

約5kW、可能であれば防音タイ

プ、220V、単相(参考価格表品：

5.5kVA、インバーター式、交流

100V/200V、防音)

プロジェクト事務所が管理して停電時に
使用している

312,780

デジタルカメラ 台 4 4
防水、防塵、GPS、1600万画素＋
予備純正バッテリ１個＋ソフト
ケース

各郡がそれぞれ1台を管理し、業務に
使用している。

180,512

地下水解析ソフトウェア ﾗｲｾﾝｽ 1 1 Aquifer Test Pro + 送料
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

136,850

プロジェクター 台 1 1
Offirio プロジェクター EB-X14
3,000lm XGA

プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

83,408

プロジェクタースクリーン 台 1 1 100-120インチ　床置き式
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

11,659

スキャナー 台 1 1 A4サイズ
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

18,641

UPS 台 3 3 650VA 230V
プロジェクトチームおよびPOPH/DASカ
ウンタパートが管理して業務に使用して
いる

33,265

水位計（100m） 台 2 2 100m深度用
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

88,000

電工ドラム 台 2 2 単相　200V　リール付き　30m
プロジェクト事務所および州DASが管
理して業務に使用している。主に停電
時に使用している。

37,074

pH計 ヶ 2 2 飲料水測定用　ポータブルタイプ
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

119,000

電気伝導率計 ヶ 2 2 飲料水測定用　ポータブルタイプ
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

166,600

pH電極内部液 ヶ 1 1 KCL 3.3mol/L プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

2,550

標準液粉末試薬pH4 ヶ 1 1 pH計　センサー測定補正用
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

1,700

標準液調合用粉末pH4 ヶ 1 1 pH計　センサー測定補正用
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

1,100

標準液粉末試薬pH6.8 ヶ 1 1 pH計　センサー測定補正用
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

1,700

標準液調合用粉末pH6.8 ヶ 1 1 pH計　センサー測定補正用
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

1,100

標準液粉末試薬pH9.1 ヶ 1 1 pH計　センサー測定補正用
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

1,700

標準液調合用粉末pH9.1 ヶ 1 1 pH計　センサー測定補正用
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

1,100

電気伝導率セルフチェック液 ヶ 1 1 電気伝導率計測定補正用
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

5,100

パックテスト フッ素 ヶ 4 4 現場試験用
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

14,400

水質計 鉄 ヶ 1 1 現場試験用
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

80,000

試薬 鉄 ヶ 3 3 現場試験用
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

10,500

パックテスト アンモニア ヶ 1 1 現場試験用
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

3,600

パックテスト 硝酸 ヶ 4 4 現場試験用
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

14,400

Japanese
Yen

Item Number Specification Operation and Maintenance
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パックテスト 亜硝酸 ヶ 1 1 現場試験用
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

3,600

ドロップテスト Mアルカリ度 ヶ 1 1 現場試験用
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

3,600

ドロップテスト P酸度 ヶ 1 1 現場試験用
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

3,600

試験紙 大腸菌 ヶ 2 2 現場試験用
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

12,000

試験紙 一般細菌 ヶ 2 2 現場試験用
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

12,000

衛星画像 式 1 1
ALOS/PRISM(パンクロマチック立

体視センサ)パンクロ1バンド(直下

視、前方視、後方視)

プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

550,000

地質GISデータ 式 1 1
2008年発行のDNC地質図をスキャ

ンして作成されたGISデータ
プロジェクトチームが管理して業務に使
用している。

135,795

スペアパーツ店用初期在庫 式 4 4 Afridevハンドポンプ用標準部品

当該機材は1年次に調達されたが、ス
ペアパーツの流通網構築が完了次第、
担当者に配布予定。現在、プロジェクト
事務所で保管している。

220,548
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別添-7 面談者リスト 

日付 氏名 役職／所属 

2014年 11月 17日 Ms. Julieta Felicidade Paulo 国家水利局  給水・衛生事業部 

部長 

2014年 11月 17日, 18 日 Mr.Arlindo Correia 国家水利局  給水・衛生事業部 

水ユニットチーフ 

2014年 11月 18日 Ms.Manuela Deabrew 国家水利局  給水・衛生事業部 

テクニシャン 

2014年 11月 18日 Mr.Antonio Cristo 国家水利局  給水・衛生事業部 

テクニシャン／チーフエンジニア 

2014年 11月 18日 Mr.Raul Mutevuie 国家水利局  給水・衛生事業部 

衛生テクニシャン 

2014年 11月 19日 Mr. Aleobua Boniface Osimua 

Yakubu 

アフリカ開発銀行 水セクターパ

ートナグループ (WSPG)コーディ

ネーター 

2014年 11月 19日 Ms. Koeti Serodia アイルランド大使館 

脆弱性アドバイザー 

2014年 11月 19日 Mr. Agostinho Jorge アイリッシュエイド 

州ディレクター 

2014年 11月 20日 Mr. Graciano Artur ニアッサ州公共住宅局 局長 

2014年 11月 20日 Mr. Cássimo Abacar ニアッサ州公共住宅局 給水・衛生

事業部 

2014年 11月 21日 Mr. Ernesto F.Matias Andre マヴァゴ郡 計画・基盤整備課 課

長  

2014年 11月 22日 Mr. Manuel Ndala ムエンベ郡 計画・基盤整備課 課

長 

2014年 11月 24日 Mr. Jose Aquino Mueteter マジュネ郡 計画・基盤整備課 課

長 

2014年 11月 24日 Mr. Pedro Quenesse マンディンバ郡 計画・基盤整備課 

課長 

2014年 11月 26日 Mr. Simao Rubeiro Fonces ESTAMOS 

2014年 11月 26日 Mr. Rteude Edward Mendes モザンビーク赤十字社 
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別添-8 協議議事録（Minutes of Meetings：M/M）
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